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平成２９年第１回関川村議会定例会会議録（第１号） 

 

〇議事日程 

平成２９年３月９日（木曜日） 午前１０時 開会 

第 １  会議録署名議員の指名 

第 ２  会期の決定 

第 ３  諸般の報告 

第 ４  一般質問 

第 ５  議会活性化対策調査特別委員会委員長報告 

第 ６  議案第 ３号 胎内市、新発田市、村上市、関川村し尿処理に関する事務委託に関する規

約の変更について 

第 ７  議案第 ４号 関川村個人情報保護条例の一部を改正する条例 

第 ８  議案第 ５号 関川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

第 ９  議案第 ６号 関川村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

第１０  議案第 ７号 関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１１  議案第 ８号 関川村税条例の一部を改正する条例 

第１２  議案第 ９号 関川村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

第１３  議案第１０号 関川村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

第１４  議案第１１号 関川村水道事業給水条例の一部を改正する条例 

第１５  議案第１２号 関川村簡易水道条例の一部を改正する条例 

第１６  議案第１３号 平成２８年度関川村一般会計補正予算（第９号） 

第１７  議案第１４号 平成２８年度関川村国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

第１８  議案第１５号 平成２８年度関川村国民健康保険関川診療所特別会計補正予算（第２号） 

第１９  議案第１６号 平成２８年度関川村介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

第２０  議案第１７号 平成２８年度関川村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

第２１  議案第１８号 平成２８年度関川村有温泉特別会計補正予算（第１号） 

第２２  議案第１９号 平成２８年度関川村簡易水道特別会計補正予算（第２号） 

第２３  議案第２０号 平成２８年度関川村公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

第２４  議案第２１号 平成２８年度関川村農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

第２５  議案第２２号 七ケ谷南部辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

第２６  議案第２３号 過疎地域自立促進計画の変更について 

第２７  議案第２４号 平成２９年度関川村一般会計予算 
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第２８  議案第２５号 平成２９年度関川村国民健康保険事業特別会計予算 

第２９  議案第２６号 平成２９年度関川村国民健康保険関川診療所特別会計予算 

第３０  議案第２７号 平成２９年度関川村介護保険事業特別会計予算 

第３１  議案第２８号 平成２９年度関川村後期高齢者医療特別会計予算 

第３２  議案第２９号 平成２９年度関川村有温泉特別会計予算 

第３３  議案第３０号 平成２９年度関川村宅地等造成特別会計予算 

第３４  議案第３１号 平成２９年度関川村簡易水道特別会計予算 

第３５  議案第３２号 平成２９年度関川村公共下水道事業特別会計予算 

第３６  議案第３３号 平成２９年度関川村農業集落排水事業特別会計予算 

第３７  議案第３４号 平成２９年度関川村水道事業会計予算 

 

○本日の会議に付した事件 

第 １  会議録署名議員の指名 

第 ２  会期の決定 

第 ３  諸般の報告 

第 ４  一般質問 

第 ５  議会活性化対策調査特別委員会委員長報告 

第 ６  議案第 ３号 胎内市、新発田市、村上市、関川村し尿処理に関する事務委託に関する規

約の変更について 

第 ７  議案第 ４号 関川村個人情報保護条例の一部を改正する条例 

第 ８  議案第 ５号 関川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

第 ９  議案第 ６号 関川村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

第１０  議案第 ７号 関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１１  議案第 ８号 関川村税条例の一部を改正する条例 

第１２  議案第 ９号 関川村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

第１３  議案第１０号 関川村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

第１４  議案第１１号 関川村水道事業給水条例の一部を改正する条例 

第１５  議案第１２号 関川村簡易水道条例の一部を改正する条例 

第１６  議案第１３号 平成２８年度関川村一般会計補正予算（第９号） 

第１７  議案第１４号 平成２８年度関川村国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

第１８  議案第１５号 平成２８年度関川村国民健康保険関川診療所特別会計補正予算（第２号） 

第１９  議案第１６号 平成２８年度関川村介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 
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第２０  議案第１７号 平成２８年度関川村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

第２１  議案第１８号 平成２８年度関川村有温泉特別会計補正予算（第１号） 

第２２  議案第１９号 平成２８年度関川村簡易水道特別会計補正予算（第２号） 

第２３  議案第２０号 平成２８年度関川村公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

第２４  議案第２１号 平成２８年度関川村農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

第２５  議案第２２号 七ケ谷南部辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

第２６  議案第２３号 過疎地域自立促進計画の変更について 

 

○出席議員（１０名） 

１番 近     良  平  君 ２番 伊  藤  敏  哉  君 

３番 小  澤     仁  君 ４番 加  藤  和  泰  君 

５番 鈴  木  万 寿 夫  君 ６番 髙  橋  忠  夫  君 

７番 髙  橋  正  之  君 ８番 菅  原     修  君 

９番 伝     信  男  君 １０番 平  田     広  君 

 

○欠席議員（なし） 

 

○地方自治法第１２１条の規定により出席した者 

村長 平   田   大   六   君 

副村長 佐   藤   忠   良   君 

教育長 佐   藤   修   一   君 

総務課長 加   藤   善   彦   君 

税務会計課長 井   上   広   栄   君 

住民福祉課長 中   束   正   子   君 

農林観光課長 伊   藤       隆   君 

建設環境課長 髙   橋   賢   吉   君 

教育課長 稲   家       誠   君 

農林観光課参事 板   越   昌   生   君 

 

○事務局職員出席者 

事 務 局 長 佐   藤   充   代 

主     任 石   山   洋   介 
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          午前１０時００分  開 会 

○議長（近 良平君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は10名です。定足数に達していますので、これより平成29年第１回関川村議

会定例会を開会します。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  議事進行によろしくご協力をお願いします。 

  例規集等の閲覧のため、議員及び執行部の皆さんにのみ議場におけるタブレット端末等の使用を

許可します。 

 

日程第１、会議録署名議員の指名 

○議長（近 良平君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、９番、伝 信男さん、10番、平

田 広さんを指名します。 

 

日程第２、会期の決定 

○議長（近 良平君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

  最初に、議会運営委員長から本定例会の会期日程（案）及び議案の取り扱いについて報告をお願

いします。 

  議会運営委員長。 

○議会運営委員長（伝 信男君） おはようございます。 

  本定例会の会期の日程及び議案の取り扱い等について申し上げます。 

  去る２月28日、平成29年第１回定例会の運営について、役場第２会議室において、委員及び議

長、議会事務局職員出席のもと議会運営委員会を開催しました。その協議結果について報告しま

す。 

  最初に、会期については本日３月９日木曜日から６月７日水曜日までの91日間とし、審議日程

についてはお手元に配付の日割表（案）のとおりであります。 

  まず、本日、会期の決定後、諸般の報告、村長の施政方針説明、一般質問を行います。 

  10日金曜日は引き続き本会議を開催し、各議案の上程を行います。 

  なお、平成29年度各会計の当初予算（案）については、予算審査特別委員会を設置し審議を行

います。 

  13日月曜日は各常任委員会を開催し、付託議案の審査を行います。その後、15日水曜日まで予
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算審査特別委員会の各分科会を開催し、付託議案の分割審査を行います。 

  16日木曜日、17日金曜日は議案調整及び各委員長の事務整理日とし、休会とします。 

  21日火曜日は午後２時から予算審査特別委員会を開催します。午後３時から本会議を開催し、

各委員長から委員会審査の報告を受けた後、採決します。なお、追加議案が上程された場合は、

当日審議をし、即決とします。 

  次に、議案の取り扱いについて申し上げます。 

  議案第３号は、し尿処理に関する事務委託に関する規約の変更案件です。提案理由の説明を求

め、質疑、討論を行い、即決とします。 

  議案第４号から議案第12号は、条例の一部改正案件です。議案第４号は、提案理由の説明を求

め、質疑、討論を行い、即決とします。議案第５号から議案第７号は、一括上程し、提案理由の

説明を求め、質疑の後、所管の常任委員会へ付託します。議案第８号は、提案理由の説明を求め、

質疑、討論を行い、即決とします。議案第９号は、提案理由の説明を求め、質疑の後、所管の常

任委員会へ付託します。議案第10号から議案第12号は、一括上程し、提案理由の説明を求め、質

疑、討論を行い、即決とします。 

  議案第13号から議案第21号は、補正予算案件です。一括上程し、提案理由の説明を求め、質疑、

討論を行い、即決とします。 

  議案第22号及び23号は、辺地計画と過疎地域自立促進計画の変更案件です。一括上程し、提案

理由の説明を求め、質疑、討論を行い、即決とします。 

  議案第24号から議案第34号は、平成29年度各会計の当初予算案件です。一括上程し、提案理由

の説明を求め、その後、９人で構成する予算審査特別委員会を設置して、これに付託します。提

案理由の詳細説明は予算審査特別委員会において求めます。 

  次に、一般質問について申し上げます。 

  一般質問の通告は２月23日正午で締め切り、６名の方が本定例会で質問を行います。 

  次に、請願・陳情につきましては、閉会前までに受理されたものは本定例会中の所管常任委員

会において審査をお願いします。 

  最後に、議員派遣につきまして、本定例会後、派遣が必要なものは21日に議長提案とします。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（近 良平君） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。委員長、ご苦労さまでした。 

  お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日から６月７日までの91

日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
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          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会の会期は、本日から６月７日までの91日間に決定しました。 

 

日程第３、諸般の報告 

○議長（近 良平君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  本定例会までに受理した陳情等は、お手元に配付しました文書表のとおり、所管の常任委員会に

付託しましたので報告します。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

  村長から、定例会招集挨拶と施政方針について申し出がありました。これを許可します。村長。 

○村長（平田大六君） おはようございます。 

  本日、平成29年第１回村議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には大変ご多用のと

ころをご出席いただき、まことにありがとうございました。 

  本定例会に提案いたします議案は、事務委託に関する規約の変更１件、平成28年度の各会計補正

予算９件、条例の改正９件、過疎地域自立促進計画の変更案件１件、辺地総合整備計画の変更案件

１件、平成29年度の各会計当初予算案件11件、合わせて32案件であります。 

  追って上程されました際に詳細にご説明申し上げますので、慎重ご審議の上、ご賛同くださいま

すようお願をいたしまして、招集のご挨拶にさせていただきます。 

  次に、平成29年度の施政方針をご説明いたします。 

  関川村議会３月定例会に際し、平成29年度の各会計予算案を初め諸議案を審議していただくに当

たりまして、村政運営について私の所信の一端を述べ、議員各位並びに村民の皆さんのご理解とご

協力をお願いするものであります。 

  昨年11月28日の夕方にもたらされました村内の養鶏場で鳥インフルエンザが発生したという情報

は、極めて深刻なものでありました。緊急対策は新潟県が主体となって対応することになっており

ますが、村としてもあらかじめ定めてありますマニュアルに従い、全職員、24時間態勢でその対策

に当たりました。昨年国内初の発生であったため、メディアはこぞって関川村の状況を連日報道し、

これによる風評被害があった一方で、物心両面でご支援をしたいという声もいただき、感激したと

ころであります。この広く知られたマイナスイメージを、今後どのようにプラスに変えていけるか

を検討したいと思います。 

  本年は我が国にとりまして節目となることが幾つかあります。明治維新から数えて150年、そして

昭和22年（1947年）５月３日に施行された日本国憲法と地方自治法が70年を迎えます。 

  同じように、関川村にとっても本年は幾つもの記念すべき年であります。 
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  まず、昭和42年（1967年）８月28日に発生した羽越水害から本年で50年になります。それと同じ

程度の被害があったとされる宝暦７年（1757年）の水害からも260年、さらにさかのぼれば岩船地域

一帯が大洪水に見舞われたという享保２年（1717年）から300年目に当たります。これについて、国

土交通省が中心となりまして、新潟県、それに荒川沿川の市町村が構成員となって荒川水系の羽越

水害50年記念事業実行委員会を立ち上げ、数多くの事業を計画しております。 

  村の文化的シンボルである渡辺家についても記念すべき年となっております。渡辺家初代・儀右

衛門が下関に定住地を構えたのは寛文７年（1667年）とされ、350年が経過します。さらに、火災で

焼失して再建された現在の建物の上棟は文化14年（1817年）でありまして、200年となります。その

管理を目的に設立された、現在は「公益財団法人」となっております「国指定重要文化財渡辺家保

存会」は、「財団法人」として昭和42年（1967年）に設立され、本年で50年となります。 

  次に、一昨年の正月早々から県内紙で報道されまして注目されました、本年１月に開催された教

育懇談会でもテーマとなった学制改革の実験校「関谷学園」は、県内から大きな反響を呼びました。

それらによって我が国の６・３・３制学制改革が実施されましたが、今の小学校・中学校制度が発

足したのは昭和22年（1947年）４月であります。村では５月１日関谷中学校と土沢分校、女川中学

校（川北校舎）と女川分校が発足しました。それから数えると70年になります。 

  そのほかといたしまして、「ゆ～む」がオープンしてから20年になるなど、関川村は幾つもの節

目を迎えますので、それぞれのことについて認識を新たにし、今後の村政に反映させたいと思いま

す。 

  国内の情勢であります。我が国は今、急速に進む人口減少問題に直面しております。また、地方

から東京圏への人口集中にも歯どめがかからない状況にあります。 

  １月31日、総務省が公表いたしました住民基本台帳に基づく昨年の人口移動は、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県の４都県を範囲とする東京圏は依然として転入者が転出者を上回っている一方で、

新潟県は6,000人を超える転出超過の状況にあります。 

  総理大臣安部首相は１月20日、衆参両議院で施政方針演説を行いました。その中の「地方創生」

の項目では次のように述べております。 

  「地方には、それぞれの魅力、観光資源、ふるさと名物があり、それを最大限生かすことで、過

疎化という『壁』も必ずや打ち破ることができるはず。自分たちの未来を自らの創意工夫と努力で

切り拓く、故郷（ふるさと）への情熱を持って地方創生にチャレンジする地方の皆さんを全力で応

援する。」 

  このように、地域資源を活用した活性化対策は私たちが考えることと同じ方向にあり、意を強く

したところであります。 

  平成28年度から実施いたしました計画的な村行政の指針となる第６次関川村総合計画は、昨年の
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３月定例村議会で議決をいただきました。また、「総合戦略」も同じ時期に決定しましたが、それ

ぞれ毎年進行管理を行い、必要によって見直しながら、着実に政策が進展するように努める決意で

あります。 

  平成29年度の政府予算案は現在国会で審議中であります。一般会計総額は97兆円余りとなり、一

億総活躍社会の実現を柱に、積極的に人口減少対策を推進するとしています。 

  これに関連して政府は２月７日に、地方自治体全体の収支の見通しを示す平成29年度の地方財政

計画を国会に提出しました。この地方財政計画は、国の地方対策の指針を定め、その上、地方の財

政運営が安定的に行えるように一般財源総額を確保するためのものであります。計画の規模は前年

度を1.0％程度上回る86兆6,000億円となり、そのうち地方の一般財源総額についても約4,000億円増

額し、62兆803億円と過去最高額を確保したとしています。自主財源が少なく地方交付税などに頼っ

ている我が村に国の政策がどのように影響してくるのか、注目してまいります。 

  なお、村財政での将来的な課題は、財源が年々厳しくなることからであります。税収の減少に加

え、人口減少などに伴う地方交付税の減収がこれからも進行することであります。このままでは現

在の行政水準を確保することすら厳しいものがあると認識しています。 

  そのため、人口減少の抑制、雇用の確保、課税対象の増加対策、財産収入などその他の収入の確

保などが喫緊の課題となっています。理事者としてその対応を考えることは当然のことであります

が、議会の皆さん、そして村民の皆さんにも実態を知っていただくこととともに、ご理解いただき

たいと思います。 

  以下、これらを踏まえた平成29年度の行政の考え方について、総合計画の区分によって説明をい

たします。 

  まず、住みよい暮らしづくりについてであります。 

  高齢化が急速に進行する村にあっては、地域内の諸団体との協働に期待するところが大きくなっ

ています。集落やコミュニティ組織の重要性は一層増しており、そのためにも、それぞれの組織が

自主性のもとに円滑に運営ができますよう、村として多面的に支援し、ともに発展を目指します。 

  キラリと光る地域活性化事業は、村民の皆さんやグループの自発的な提案を実現するものとして

取り組み、さまざまな効果が期待されるとともに、問題点の指摘もありますので、それらを改善し

ながら総額を減らして継続いたします。 

  路線バスとＪＲ東日本の米坂線は村内公共交通の基幹であり、一層利用しやすくなるよう沿線市

町村や関係会社と協議を重ね、将来とも存続することと利便性の向上に努めます。なお、定期路線

バスは毎年補助金を交付して維持していますが、さらに高齢者対策の一環として、また利用者の増

加に期待し、一律料金制度の導入をしたいと考えています。その可能性を含めて関係会社などと協

議し、それが整った時点で導入することにしたいと思います。 
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  村内の家庭から出るごみについて、収集は村で行いますものの、焼却処理は村上市の施設に委託

しています。毎年申し上げていますように、関川村の住民１人当たりの年間ごみ排出量は、県内30

市町村中３番目に少なく、村民の皆さんの減量努力に感謝しているところであります。 

  災害対策基本法に基づいて定めております「関川村地域防災計画」について、今の現計画が策定

以来年数を経過し、実態にそぐわない部分もあるために改定作業を進めています。委託した専門業

者から間もなく報告されることになっており、それを受けて関川村防災会議を招集して審議いただ

き、決定させていただきます。 

  防災は、自助・共助が重要であります。集落単位の自主防災会は現在35集落で組織され、人口割

合では83％以上になっています。昨年は関川村自主防災会連絡協議会と村により、全村の防災訓練

を実施したところであります。この反省と検証をもとに、中心の会場を移動しながら隔年で訓練を

実施することにしています。本年の実施計画はありませんが、来年に向けた取り組みが必要であり

ます。あわせて、各自主防災会に複数の防災士の配置を目指しており、資格の取得を支援するとと

もに、自主防災会それぞれで行う避難訓練や装備の充実をも支援し、防災意識の高揚に努めます。 

  交通事故は、全国的に件数、死亡者数ともに年々減少しています。村内の運転免許保有者は約７

割でありまして、高齢者の免許保有者が多いことから高齢者がかかわる交通事故が社会問題になっ

ています。国では道路交通法の改正を行い、高齢者の運転免許の条件を厳しくすることにしました。

また、交通事故の防止は啓発が重要であります。交通安全協会など関係団体とも連携いたしまして、

一層活動を推進いたします。 

  国道113号に沿って進められております地域高規格道路新潟山形南部連絡道路は、「鷹ノ巣道路」

の関係予算が順調に確保され、大きく進展するものと期待しています。さらに金丸から小国町の中

心部までの12キロは「小国道路」として事業が計画されていますが、早期着手となるよう沿線市町

村と連携して国に要望してまいります。 

  県管理の国道290号の改良工事については、国道113号への接続部分の工事などが進展し、間もな

く竣工するものと思います。その竣工を待って、高田橋以北の既定路線の整備を促進するよう県に

対して要望を重ね、実現に努めます。 

  村道整備と改修につきましては、各集落からたくさんの要望をいただいています。財源の確保に

努めながら、緊急度を確かめつつ対応してまいります。村内の除雪状況は村外からも高い評価を得

ていますが、昭和50年代、1975年代に他の市町村に先駆けて導入を始めました消雪パイプは、その

延長が50キロメートルにも及び、しかも老朽化が急速に進行していますので、引き続き年次計画で

更新に努めます。 

  自分の住むふるさとに誇りと自信を持つことは、心の豊かさを保つ大切な要素であると思います。

それには、先人が守ってきた自然環境を保全し、これまで培われてきた歴史や文化を一層大切にし
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なければなりません。 

  昭和63年（1988年）から始まった「大したもん蛇まつり」は、国土交通省主催の「平成２８年度

手づくり郷土（ふるさと）賞」で全国20団体に選ばれ、去る２月の表彰式で受賞いたしました。本

年で30回を数えるこのまつりにつきまして、その開催意義を原点に返って認識し、村内54集落にお

願いして制作している第９代目の大蛇を活用しながら継続してまいります。 

  全国のすぐれた自然環境の地で開催されてきた全国ホタル研究会の全国大会について、第50回の

本年は６月30日から３日間、関川村を会場に開催されることになりました。既に実行委員会を立ち

上げ、その準備を進めています。 

  次に、産業の振興についてであります。 

  国の地方創生の目標の大きな一つは、雇用創出であります。地方への移住希望者が増加傾向を示

している中で、最も多い問い合わせは「働く場があるかどうか」ということであります。若い人た

ちが村内に定着していただくにも、働く場を準備することが重要な要素の一つであります。雇用動

向が改善しているとはいえ、雇用条件がよく、期待される仕事内容の企業立地は容易ではありませ

ん。 

  村内の産業間の連携も重要であります。村内には、農協の支店、商工会、観光協会、温泉旅館組

合、その他多くの経済関係の任意団体があります。６次産業化の促進、相互協力による売れる産物

などの開発、村外企業との関係強化、地産地消の推進などに支援したいと考えております。 

  村内資源の活用では、農林業の生産物及びその加工、再生可能エネルギーの利用、また人的資源

の活用など、仕事づくりとして可能な資源がたくさんあります。その中でも再生可能エネルギーの

活用は、国内の大きな潮流となっております。 

  足かけ５年になる木質バイオマス発電事業の導入は、雇用創出と林業振興、関連産業への波及効

果を目的にしておりまして、県北の林業関係者から大きな期待が寄せられております。現在、事業

主体となる株式会社パワープラント関川において条件整備を進めているところでありますが、全て

の資金を外部に求めていることもあって、資金提供者の意向に沿って対応しなければなりません。

このようなことから、本当に資金提供があるのか、導入される機械の性能などが信頼できるのか、

村民への説明がないというような声をたくさん頂戴しております。その結果といたしまして、議会

開催ごとに一般質問のテーマとなりまして、また一部の村民から住民監査請求、そして住民訴訟へ

進んでいることもあります。これらに至っていることにつきましては私の不徳のいたすところであ

りまして、いっときも早く払拭できるように努めているところであります。 

  なお、事業推進の大きな条件であります木材の確保、国の事業認定など、資金を除く条件の整備

はほぼ終えておりますとともに、資金についても間もなく実現の見通しであります。それらを待っ

て村民の皆さんに事業の概要と今後の見通しについて説明したいと考えております。事業実現の暁
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には、村の発展に大きく貢献するものと期待いたしているところであります。 

  次に、村の農業の基幹である稲作について申し上げます。 

  国は平成30年産から国による生産数量目標の配分を廃止いたしますが、価格の維持のためにはこ

れまでの枠組みを維持することが不可欠だと思います。県を初め市町村の農業再生協議会は存続し

ますので、方針作成者の中心である農協組織、新潟県などと協力いたしまして、村内の農家にとっ

て有利になるよう取り組みたいと思います。 

  村内の農業は、生産性が低く、米以外の作物に取り組むことにも課題が多いこともありまして、

どのようにしたら農業所得を高めることができるのを真剣に考えなければなりません。それが後継

者対策にもつながると思います。 

  県営事業といたしまして進めている女川左岸地域約250ヘクタール、そのうち面工事が190ヘクタ

ールという基盤整備事業は５カ年で完成させたいとしており、平成29年度は38ヘクタールの工事を

実施する計画であります。村でも財源の一部を負担しており、土地改良区が主体となって取り組ん

でおりまして、早期完成に期待をしております。 

  我が国の山林は、戦後に植林された人工林の半数が本格的な利用期を迎え、その利用が課題とな

っています。村内には約6,500ヘクタールの民有林があります。森林は適度の更新によって活力を再

生させます。そのためにも、村が筆頭出資者となっております関川村森林組合を中心に、村有林を

含めて山林の手入れを進めてきています。今後も林道整備を初め一層村内林業の振興を図ります。

また、県営岩船東部線林道整備事業は、いよいよ工事に着手する見通しとなっております。一方、

林業振興につながる不明確な境界の確定をしようと進めております国土調査事業について、本年は

川北地区で実施いたします。 

  関川村商工会は昭和36年（1951年）２月に設立されて以来56年、商工業者の経営指導や商工観光

分野での村の活性化に尽力していただいています。しかし、事業者の減少が村の産業の衰退につな

がっており、今こそ商工会、観光協会、温泉旅館組合など関係団体、それに農業関係団体の連携が

重要であると認識しており、そのためにも道の駅エリアを防災機能や村の産業拠点などに整備する

必要があります。 

  政府は、外国からの観光客、インバウンドといいますが、この観光客を一層増加させる目標を掲

げております。村としても、その誘客対策や施設の見直しと集約など、実施できるものは早期に取

り組みます。 

  わかぶな高原スキー場について、今シーズンも昨年同様にオープンがずれ込み１月13日になって

しまい、大幅に入れ込み客数が減少しています。スキー場は村の冬の観光には欠かせない施設であ

り、引き続き老朽化する施設の計画的な改修を行うとともに、運営会社であります株式会社わかぶ

な高原への支援を行います。また、地元から賃貸借しているスキー場用地の貸借期限が本年の６月
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であることから、一昨年から地権者との話し合いを進めておりまして、ご理解とご協力もいただき

ながら一層の発展に期待をいたしております。 

  次に、交流から定住へ促進するための施策であります。 

  昭和58年（1983年）４月に事業を開始いたしました「いで湯の関川ふる里会」は、本年が35年目

となります。30年以上も継続して会員になっていただいている40名を超える方々には大変感謝して

おります。去る２月下旬には、東京におきまして盛大に交流会を催しました。関川村のファンクラ

ブでもあります「いで湯の関川ふる里会」の会員の皆さんには、「ふるさと納税」、このことにつ

きましても大きく貢献していただいておりまして、同時期に発足した首都圏在住関川村人会ととも

に大切な村の財産であります。 

  また、10年以上の交流の歴史があります「国際ボランティア学生協会（ＩＶＵＳＡ）」からは、

毎年数回のボランティア活動をしてもらっております。村の活性化のために継続してさらなる交流

をお願いしたいと思っております。 

  配偶者対策は、それぞれ個人の人生にかかわることでもありまして、短期間に大きな効果を上げ

ることは難しいのが現状でありますが、村としても出会いの機会をふやすことなどに努めてまいり

ます。 

  次に、教育についてであります。 

  教育委員会制度の改革とともに制度化されました「総合教育会議」は、村長と教育委員会で構成

されまして、村の教育に関する大綱の策定、教育環境整備など重点的に構図べき措置について協議

し調整する場であります。去る２月28日に平成29年度の教育方針となります「関川教育構想２０１

７」を協議しております。「ふるさと関川村を愛し、誇り、発展させるひとづくり」を副題とした

構想は、「１．子どもの生きる力を育む」「２．学校・地域の教育力を高める」「３．安心して学

べる環境を整える」、そして「４．地域に豊かな学びを創る」という大きな柱を立てまして、具体

的な目標を掲げ、それに従って施策を進めてまいります。 

  なお、村内の小学校と中学校は、それぞれ教職員、保護者、地域の皆さんの連携と協力によりま

して、円滑に運営されていると感じております。しかし、児童数の減少に伴って教員数の減少もあ

りますため、村では他の自治体より児童数に比較して多い教員補助員を確保して、授業内容の充実

に努めますとともに、ＩＣＴ活用教育の先進地として知られるようになりましたので、小学校と中

学校一貫した取り組みを進めております。 

  村民の皆さんの生きがい対策に果たす生涯学習は重要でありまして、世代間交流や生きがいを醸

成する役割も期待されますので、これまでどおり各種の講座や地域学習を通じまして村の文化やよ

さを理解いただきながら、生きがいを持った生活ができるようその一助にしたいと思います。 

  保護者負担の軽減についてであります。村では他に先駆けて高校卒業までの医療費支援をしてい
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るほか、保育料の軽減、不妊治療に対する助成、高校通学定期券購入費の補助、学校給食費の助成、

大学生への奨学金制度を村内定住につながる場合には一部返還免除する制度も導入しております。 

  子育てには、保護者負担の軽減のほか、育児支援、相談業務、仕事と生活の調和、労働と家庭の

バランスなどの課題もあり、国や県との連携により充実させていきたいと考えております。 

  次に、福祉と健康づくりについてであります。 

  本年は介護保険法が設立して20年を迎える節目の年であります。終戦後の昭和22年４月から25年

３月までに生れたいわゆる「団塊の世代」が平成37年には75歳以上の後期高齢者となりまして、

「２０２５年問題」と呼ばれ、大きな課題になっております。昨年１年間に生まれた人の数が100万

人程度であるのに対し、団塊の世代は１年間に270万人近い出生数でした。それが医療・介護・年

金・生活支援などで大きな問題になることが明らかであります。関川村のような小規模自治体であ

っても、必要な対応はしなければなりません。それにはまず、健康年齢を延ばすことが肝要であり

ます。 

  地域包括支援センターは、介護などについて最初に相談にあずかる重要な業務を担当しておりま

して、年々業務量が増大し、またその内容も専門化、複雑化してきております。 

  社会福祉政策では「共助・公助」という考え方を基本であります。共助では、集落、コミュニテ

ィ組織の取り組みとともに、社会福祉協議会との連携が重要であります。そこで、村の福祉の拠点

を新たに整備することにいたしまして、昨年取得した村民会館脇の用地の一角に、木造平家建ての

新施設を建設することにしました。既に実施設計を委託して進めておりまして、準備ができ次第、

工事に着手いたします。 

  健康づくり運動は、その指針であります「健康せきかわ２１」に沿って事業を実施しています。

中でも村民の意識高揚が重要でありまして、村民挙げて健康づくりができる機運を一層高め、早期

発見、早期治療となるよう、関係諸団体や行政機関とも連携し、予防活動を進めてまいります。 

  医療の確保では、関川診療所の維持と地域内の開業医の先生からご協力を得て、また県立坂町病

院、厚生連村上総合病院などとも連携しながら、その充実に努めています。昨年締結いたしました

新潟リハビリテーション大学との包括的な協定について、これを有効に活用し村の福祉や健康づく

りの課題解決に役立てます。 

  次に、行財政の運営についてであります。 

  岩船圏域はもちろん、近隣市町村とは文化・経済・社会などあらゆる分野で協力関係にあります。

共通の事務を共同で処理することや、さまざまな課題に対し一緒に対応する組織などへの参加も、

村を維持し発展させるためには必要条件であります。 

  行政運営の基本の一つは、日々効率的な改善に努めることであります。市町村合併に加わらず自

立する方針を決めて以来14年、幹部職員の定年退職や事務量の増加などもあり、より一層の計画的
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な人事行政が必要であります。 

  また、各セクションの機能を強化することも重要でありまして、そのためには職員一人一人の能

力を高める必要があります。村内外の動向に関する情報を共有し、職場内外での研修の機会をふや

し、自己啓発の機運を一層高めてまいります。 

  なお、県との職員の人事交流は、今後も継続して実施し、職員の資質向上に役立ててまいります。 

  今後とも、直接行政事務に携わる職員の健康保持とモチベーションの高揚にも配慮し、効率的な

行政の推進に努めます。 

  最後に、「平成29年度の各会計の予算」についてであります。 

  以上申し述べました施政方針に基づいて、平成29年度の予算を編成いたしました。一般会計は49

億1,300万円となり、前年度に比べ4,900万円、1.0％減少しております。財源は地方交付税などまだ

一部見通せないものもあり、とりあえず財政調整基金の取り崩しを計上したほか、特定目的基金か

らの繰り入れで賄っています。 

  一般会計と９特別会計を合わせますと、前年度とほぼ同程度の74億3,480万円となりました。また、

公営企業である水道事業会計につきましても、最低限必要な予算措置をしております。 

  結びに当たりまして、先人が築き上げた歴史と伝統を大切にいたしまして、関川村を発展させて

後世に伝えていくため、村政の責任者として一生懸命に努力する覚悟であります。 

  村議会初め村民の皆様の一層のご支援とご協力をお願いいたしまして、平成29年度の施政方針説

明とさせていただきます。ご清聴くださいましてありがとうございました。 

○議長（近 良平君） 以上で、村長の定例会招集挨拶と施政方針を終わります。 

  休憩します。11時10分まで。 

          午前１０時５５分  休 憩 

 

          午前１１時１０分  再 開 

○議長（近 良平君） 休憩前に続き続き、会議を再開いたします。 

 

日程第４、一般質問 

○議長（近 良平君） 日程第４、一般質問を行います。 

  質問の通告者は６名です。発言を許します。 

  初めに、３番、小澤 仁さん。 

○３番（小澤 仁君） おはようございます。３番、小澤です。今回私は、安心して暮らせる関川村

の高齢化社会に向けての取り組みということで一般質問をさせていただきます。 

  関川村の高齢化率、65歳以上ですが、平成29年２月１日現在の住民基本台帳で人口5,898人に対し
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38.9％、2,296人となっております。この中で運転免許の保有人数は574人で、保有率でいいますと

25％にはなるんですが、二輪車のみの運転免許保有者ですとか、高齢化に伴い既にもう運転はされ

ていないんですが免許を保有しているという人もおられるかと思います。そういうことを考慮いた

しますと、自力で移動できる方というのはもっともっと少なくなってくるのではないだろうかとい

うことが推察されます。 

  去る28年５月に村内の下関地区にあります商業施設が閉店をし、買い物が困難な村民が多く見ら

れるという声もたくさん聞こえてまいります。移送の課題を解決するためにも早急な施策が必要な

のではなかろうかと考えますが、この点について村長のお考えを伺います。よろしくお願いします。 

○議長（近 良平君） 村長。 

○村長（平田大六君） 小澤 仁議員の高齢化社会に向けた村の取り組みについてお答えをいたしま

す。 

  高齢化社会の進行は全国的な流れでありますが、村は全国に先駆けて急速に進行しておりまして、

みずから運転して買い物に出かけることができない高齢者の方々も年々増加しております。議員ご

指摘のとおりであります。この対策の一つといたしまして、村では平成27年度にデマンドタクシー

の実証実験を行いました。これは、利用状況の確認と、村内のタクシー会社に事業を委託しても成

り立つかどうかというようなことを確認するのが目的でありました。実証実験はバス路線のない九

ケ谷、女川、七ケ谷の３地区で半年間行いました。実証実験でありますから、目的地を通院に限定

しましたことや利用時間を制約したこともありまして、利用率は高くありませんでした。 

  そんなことで、タクシー会社２社、台数にいたしまして五、六台程度であれば運行が可能であり

ましたが、これを全村に広げまして利用時間の制約をなくしていった場合、現在の台数では難しい

ということがわかりました。さらに、村外への通院や買い物への対応になりますと、なお難しい状

況にあることを確認しております。 

  次に、財源の問題もあります。デマンドタクシーは利用者のその直接の家の付近から目的地まで

利用できますが、料金が安価であるという魅力がありますが、そのためにはかなりの公費負担が伴

います。実証実験では１回500円という料金設定をいたしまして、本来のタクシー代金との差額を村

が負担しました。このときにはたまたま活用できる国の交付金がありましたので村の負担はそれほ

どではありませんでしたが、本格導入となりますと、財源の確保からまず考えなければなりません。 

  さらに、本格的に実施することになりますと、路線バスとの兼ね合いをどうするかも検討する必

要が出てまいります。路線バスをデマンドに変えた場合、小中学校の児童生徒の足の確保が課題と

なります。 

  いずれにいたしましても交通の問題は喫緊の課題でありまして、財源の問題なども含めて総合的

に検討したいと思います。 
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  なお、路線バスの利用率が低い原因は、運行ダイヤや路線経路、利用料金などの問題もあるので

ないかと思います。そこで、村内の路線バスにつきまして、どこで乗り降りしてもどの区間を乗っ

ても料金が同じで、しかも低料金とすれば利用者は増加するものと思われます。村上市内までの路

線、坂町方面への路線につきましても同様にしたいのでありますが、村上市との調整が必要であり、

また制度的な制約などから、まずは村内路線から取り組んでみたいと考えております。 

  先ほどの施政方針でも述べましたように、関係方面との調整を進めまして、条件が整えば年内に

も実施したいという考えであります。公共交通を維持し村民の利便性を確保していくためには、何

よりも多くの方々に利用していただくことが極めて重要であります。今後とも利用環境の改善や効

率的な運行につきまして検討を進めたいと思います。ご提案いただきましてありがとうございまし

た。 

○議長（近 良平君） 小澤さん。 

○３番（小澤 仁君） ありがとうございます。 

  平成27年度に行われた関川村デマンドタクシーの実証実験の結果は私も総務課のほうにお願いし

て頂戴してありますが、まずこのときの検証を、今ほど村長がおっしゃられた医療機関限定、それ

からルートの限定だけでなくて、私が感じた中で告知の仕方というところも１つあったのではなか

ろうかなというところが１つ感じました。それとタクシーの台数の制限、これによって、全村に広

めていったときに村内のタクシー業者で賄えるかどうかというところなんですけれども、例えば胎

内市の乗合タクシー、それから今は村上市も乗合タクシーを始めております。胎内市では平成21年

より実施し、足かけ８年を経過した中で、いろんなノウハウですとか問題点の解決策なんかもある

というふうに聞いていますので、例えば近隣の自治体のそういったところを参考にされるとか、実

際にそちらちに出向いて担当の方のほうからいろいろと考察をしていただくとか、例えば原資の問

題でも、胎内市に関しては、平成27年度に関しては９割ですね、国、県からの国庫補助という形で

賄えたという情報をいただいております。 

  村長の施政方針にもありました国が今進めている地方総合戦略の中で、そういったので使える部

分というのがどこかで見つかるんじゃないかなというふうにも考えられますので、バスとの兼ね合

いもあろうかと思うんですけれども、例えば１月16日からのすごく一時的な大雪で、若い人たちで

もなかなか動くのが大変だったときに、足腰が悪くて移動が困難な高齢の方が自宅からバス停まで

行って出向けるのかというところもあると思います。その点、玄関先まで来てくれる乗合タクシー

であれば、天気が悪くても出ていこうかなという気持ちになるんではなかろうかなと思いますし、

また一方、タクシー業者さんに関しても、収益の減少というのは本当にここ数年激しいということ

になっておるみたいなんですが、例えばそういったデマンド乗り合いの中で、公的な毎月決まった

資金が見込めるというところで雇用の増大、車の増車ですね、定数決まっているところではあるん
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ですけれども、更新、そういったのにも使えるんじゃないかなというふうに考えます。 

  次に、絡みまして、全国的に高齢者の交通事故件数が近年急増しているというのは村長も耳には

いっていることだと思うんですけれども、当村も例外ではありません。高齢者の事故というのがふ

えております。高齢者が事故に遭う中身が、５年前の統計ですと歩行中の事故のほうが割合が多か

ったんですよ。ただ、ここ近年、高齢者が運転されての交通事故というのが割合が逆転しています。

そういったところも鑑みて、やはり車がないと通院、買い物が困難だということで、なかなか家族

の心配、それがあって自分も不安が残るというのはあっても、なかなか免許が手放せないという方

が多くいられるというふうに思うんですが、運転免許証の自主返納の特典、こういったものが県内

ですとまだ新潟市でしか実施はされてないんですね。新潟市のほうでどういうふうにやっているか

というと、例えばタクシー券１万円分の補助、それとバスのＩＣ乗車券１万円分の補助、もしくは

いずれか半々ずつという特典をつけて自主返納を促しているところでありますが、関川村で例えば

そういった特典をつけて自主返納を促すというような考え、村長のほうにおありかどうかを伺いた

いと思います。 

○議長（近 良平君） 村長。 

○村長（平田大六君） まず、自主返納についての恩典ということでありますけれども、現在、今の

時点ではそのことはまだ考えてはおりません。しかしながら、今、小澤議員がご指摘の幾つかの問

題、提案いただきました。胎内市のデマンドの状況も検討せよ、そういうことでありますし、また、

村の高齢者の免許の返還率、そういうのも数字の上で把握しなければならないということも今ご指

摘をいただきました。 

  高齢者の事故は私も昨年経験いたしております。糸魚川市で消防大会ありましたときに、私ども

の乗っている自動車、追突されました。相手の方は私ぐらいの高齢者でありまして、やっぱり事故

を目撃した者として感じております。また、この間は女川地区で初めて信号機の取りつけがありま

した。あれも高齢者や福祉関係の県のお力でできたものでありまして、あれの効果などもこれから

検討してまいりたい、このように考えておりますので、またご指導くださいますようお願いします。 

  補足何か、関係あるかな。補足に関しまして総務課長から若干説明させます。 

○議長（近 良平君） 総務課長。 

○総務課長（加藤善彦君） 今、小澤議員さんのほうからご指摘ありました周辺近隣市町村の関係で

ございますけれども、実際村上市、胎内市さんのほうでやられております。胎内市さんのほうは先

進地視察に来られるぐらいの進んだ状況ではありますけれども、村上につきましては、エリアが神

林、朝日、村上の一部ということで特定されてございます。場所につきましては、自宅からそれぞ

れ医療機関だったりというようなことでございますし、運行日は月曜日から金曜日で、通院適用型

というのと一般型というのがありまして、料金につきましては100円から1,200円というのが通院適
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用型、そして一般型が100円から900円と。なお、バスみんなそうですけれども、小学生以下は半額

ということでございます。利用の方法につきましては予約制でございまして、１週間前から１時間

前までと、この間に予約を入れていただくということになってございます。 

  路線バスとの関係ということで、通院型の関係につきましては一部重複するということでござい

ますけれども、一般型はあくまでも路線バスのないところ、空白エリアを運行するということでご

ざいます。運行形態につきましては、先ほどご指摘ありましたとおりタクシー会社のほうに委託を

されております。 

  年間の事業費でございますけれども、これは一般の部分も入れてですけれども4,500万円、そのう

ちデマンドで2,500万円という数字でございます。このうち国庫補助ということでございますけれど

も、一般のほうにつきましては1,600万円、デマンドについては村上市のほうはないということでご

ざいました。 

  それから、胎内市さんのほうにつきましては、こちらのほうはもう区分されてまして、全域が運

行エリアでございます。そして、乗降場所につきましても任意、自宅から任意ということでござい

ます。運行日は毎日、そして運行時間につきましては、各地区、市街地をおおむね１時間に１本の

往復運転ということでございます。料金は高校生以上の大人が300円、子供につきましては150円、

未就学児童につきましては無料ということでございます。利用の方法につきましては事前登録とい

うことで、先ほどとと同じでございますけれども、１週間前から１時間前までの予約ということで

ございます。 

  路線バスとの関係でございますけれども、路線バス運行につきましては市内のほうは路線バスご

ざいません。中条営業所と新発田営業所、こちらのほうの路線のみということでございました。運

行の形態につきましては、村上市さんと同様で市内のタクシー組合のほうに委託ということで、日

に１台２万円というような数字がございます。予約業務ということで、中条町の商工会、こちらの

ほうに業務のほうを委託されているということでございます。 

  事業費につきましては、運行費で4,300万円、そのほかにオペレーター、運転員の関係で1,000万

円ということで、先ほど国庫補助90という話だったんですが、私どものほうでちょっと押さえてい

たのが780万円ということで聞いてございます。以上でございます。 

○議長（近 良平君） 小澤さん。 

○３番（小澤 仁君） 課長、ありがとうございました。詳しい数字まで引っ張っていただきました。

補助金に関しては具体的に正確なところを私もつかんでいるわけじゃなかったものですから、すみ

ません、改めて確認をさせていただきます。 

  そもそも施政方針にもありました。若者の移住が全国的にふえている中で迎え入れたいと。若い

人たちも移住するとなる以上、やっぱりそこに骨を埋める覚悟で来られると思います。今現在の高
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齢者対策に向けてもそうですし、これから外から若い人たち、移住を促す中でも、将来的にも安心

して暮らせる村づくりということがやはり売りにもなりますでしょうし、安心感を与え移住促進の

決定的なところにもつながるんじゃなかろうかと思いますので、ぜひ早急にこういったところ、対

策に取り組んでいただければというお願いをさせていただいて、私の質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございます。 

○議長（近 良平君） 次に、10番、平田 広さん。 

○10番（平田 広君） 10番の平田 広です。３点ほど質問させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

  １点目、借金財政と平田村政15年の評価についてということでございますが、国、県、村の借金

の状況ですが、２月11日の新聞では、国の借金は昨年末で1,066兆円で、28年度末には過去最大の

1,116兆円となる見込みだそうです。国民１人当たり840万円、28年度末には900万円を超える見通し

だということであります。 

  また、新潟県でも２兆4,474億円の借金で、これは県民１人当たりにすると104万円の借金となり

ます。そして関川村では、昨年11月１日の広報せきかわによりますと、104億1,846万円の借金で、

村民１人当たりにすると174万円の借金となります。村民１人当たりにすれば、国、県、村の借金を

合わせると約1,178万円の借金を背負っていることになります。３人家族ですと一家で3,534万円と

なるわけですが、村民からすれば見覚えのない借金という感覚ではないかと推察しています。私も

四、五人に聞いたんですけれども、余りそう認識していないという状況でした。 

  この借金財政は過去からの累計ではありますが、村長としては立場上どのように感じておられる

か伺います。 

  また、平田村政は４期目15年が経過しました。その間、保育園や小中学校の統合、校舎などの施

設整備に力を注ぎ、特に教育への力の入れようは並々ならぬものがあったと感じております。産業

関係においては、鍬江沢や玉郷立、女川の圃場整備等を推進するなど、堅実な行政運営を行ってき

たと私は思っております。 

  そこで、この15年間を振り返って、平田村長としては、100点満点とした場合、自己評価点は何点

くらいになるとお考えか伺います。 

  ２点目、ふるさと納税について。 

  右肩上がりのふるさと納税額ですが、全国的には前年比1.6倍、2,000億円に達する見込みとのこ

とであります。県内でも弥彦村と湯沢町、糸魚川市が新聞に掲載されておりました。関川村でも28

年度は返礼品等を拡充して臨んだと伺っておりますが、関川村の今年度の寄附状況をお伺いします。 

  ３点目、地域おこし協力隊について。 

  平成21年から始まった地域おこし協力隊制度も７年がたちました。おくればせながら関川村も今
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年度は２人を採用する計画でしたが、現状をお聞かせください。また、今は集落や地区を対象とし

ておられるようですが、村全体としての農林業振興や観光振興、村民の健康管理など広く取り組む

お考えはないか伺います。よろしくお願いします。 

○議長（近 良平君） 村長。 

○村長（平田大六君） 平田 広議員のご質問にお答えをいたします。 

  まず、村財政についてであります。 

  村の長期の負債につきましては、その内訳を見ますと、平成27年度末の未償還残高が104億円あり

ます。その半分が一般会計、残りの半分が特別会計であります。特別会計におきましては、公共下

水道会計と農業集落排水事業会計、いわゆる下水道の建設に伴います村債が大部分であります。村

債であります。ここ数年は同じような残高で推移しておりますが、10年以上前には一般会計で65億

円ほどありまして、下水道施設の建設事業が始まり、また豪雨災害などがあった平成16年度には全

部で130億円を超えておりました。そのころと比べますと落ちついてはおります。村の地方債残高は

全国の類似団体との財政指標の比較におきましても平均的な数値となっております。 

  国は、地方財政計画の収支バランスをとるため地方債を重要な財源として位置づけております。

地方自治体の借金は国の赤字国債とは異なりまして、世代間の負担の公平性、財政負担の平準化な

どの観点から制度化されております。本議会でもご審議いただきます平成29年度の一般会計の当初

予算におきましては、総額49億円となっておりますが、その財源を見ますと、村税など自主財源は

約30％足らず、そして全体の43％を占めるのが地方交付税であります。村として何か大きな事業を

行う際は、長期の借金をしなくては実施できない状況にあります。 

  なお、未償還残高104億円のうち、約94億円は後年度、後の年度でありますが、後年度に地方交付

税の基準財政需要額に算入される村債でありまして、しかも算入率が100％の臨時財政対策債も含ん

でおります。村債を発行する際は、地方交付税での算入率の高い辺地対策事業債や過疎対策事業債

といった優良なものを選択しております。近年、過疎対策事業債の対象事業にもソフト事業も認め

られるようになりまして、それを有効に活用いたしております。 

  施政方針でもご説明いたしましたように、人口減少や測定単位の減少に伴いまして普通交付税が

減少する傾向にあります。一方で、高齢化に伴う社会保障費の増加、公共施設などインフラの老朽

化など財政需要が増加傾向にあるため、厳しい財政状況が予想はされます。現状の行政サービス水

準を維持することにはかなり難しい状況になるとは思っております。理事者としても当然責任を持

つ立場でありますが、議会の皆様、そして村民の皆様とも共通の認識を持ってこの問題を直視して

いただき、将来を見据えた財政運営を行う必要があると考えております。 

  次に、15年間の村長としての自己評価についてであります。ご質問いただきました。 

  これまでさまざまな出来事や局面に遭遇してきておりますが、そのときそのときで精いっぱい対
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処してきたつもりではあります。自分でみずから評価することは現在の時点ではまだ表明できない

ものと考えておりますのでご理解をいただきたい、お願い申し上げます。 

  次に、ふるさと納税についてであります。 

  ふるさと納税は、平成20年度、2008年度に創設された、地方自治体への寄附金に対して優遇する

という制度であります。本年度は２月末現在で村には98人の皆さんから570万円のご寄贈、98人の方、

合計570万円、このご寄附をいただきました。昨年度と比べますとおよそ３割の増加であります。こ

れは、今年度からお礼品を充実したことや、あるいはインターネットを利用したクレジット決済を

可能にしたことが主な要因ではないかと考えております。 

  しかし、よその自治体と比較いたしますと決して多い金額ではありません。やはりお礼品の関係

ではないかなと思ってはおります。ふるさと納税は、地方の格差あるいは過疎などによる税収の減

少に悩む自治体に対しまして、都市との格差是正を推進することというのが本来の趣旨であります。

これがお礼品合戦となっておりまして、高額だったり地域との関係が薄い商品をお礼品にしたりと、

現在問題になっているところであります。 

  このようなことから、平成27年度の実績を見ますと、全国的には過疎地域に指定されている22の

市町村では入ってくる寄附と出ていく寄附の収支が赤字になっております。首都圏のある市では280

億円の赤字でありまして、新潟県内でも３つの市町が赤字となっております。総務省では、高い額

の返礼品や換金可能な返礼品などにつきましては自制を促しております。また、お礼の割合に上限

を設けることも検討しているという情報もあります。 

  村に現在寄附してくださる方々は、先ほども申し上げましたいで湯の関川ふる里会と首都圏在住

の関川村人会の会員の方々が半数以上であります。中にはお礼品を辞退する方もありまして、全国

のお礼合戦に関係せず、毎年関川村に寄附してくださる方も大勢ありまして、大変心強く思ってい

るところであります。 

  村といたしましては、過度なお礼品はせずに、村内で生産されている品物から選定していただく

という方針に変わりはありませんが、本年の経験を踏まえましてお礼品のリストをふやしていきた

いと考えてはおります。また、寄附金の使い道をもっと明確にいたしまして、それが魅力ある地域

づくりに貢献しているという情報として皆さん方に発信していきたいということも考えております。 

  ３番目のご質問であります。地域おこし協力隊についてであります。 

  地域おこし協力隊は、都市部の若者などが地方に移り住んで活動して、それをきっかけとして地

方への定住につながることを目的に、平成21年度に総務省が始めた事業であります。村での募集は

今年度初めて行いました。まず希望のある集落に手を挙げていただき、また隊員の住まいとなる空

き家を用意していただく、このような形を想定いたしまして２名程度募集を考えておりました。協

力隊を活用して集落づくりに取り組もうという意欲のある集落も幾つかありましたが、集落内の合
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意や住む場所の問題などでなかなか手を挙げる集落が出てまいりませんでした。このような中で大

島集落から希望する意向をいただきました。大島集落には２名の応募者がありました。集落で面接

をいたしまして１人決定したのでありますが、残念ながら、その後本人から辞退するという申し出

がありました。現在、再度再び募集を始めたところであります。 

  協力隊が入ったからすぐに集落が活性化するものではありませんが、村といたしましては、それ

を契機といたしまして、新たな視点を持った協力隊と協力しながら活性化していきたいという思い

がありまして、随時集落に働きかけをしながら協力隊の募集を行っていきたいと考えております。 

  また、議員ご指摘のように協力隊は集落に限ったことではありませんので、本年に入りましてか

ら観光振興全般にかかわっていただく協力隊を募集することになりまして、関川村観光協会に所属

して活動していただく協力隊を１名募集いたしました。先般、この間でありますが、関係者で面接

を行いまして１人を４月から採用することにいたしました。 

  また、集落単位ではなくて、コミュニティー単位、あるいはご指摘のように村全体に携わってい

ただく協力隊の導入につきましても柔軟に対応してまいりたいと考えております。 

  ご質問いただきありがとうございました。 

○議長（近 良平君） 平田さん。 

○10番（平田 広君） ありがとうございました。 

  １点目の借金財政と平田村政15年の評価ということでございますけれども、自己評価点、伺えな

かったということで非常に残念です。私ちょっと調べさせてもらったんですけれども、平田村長が

就任した15年前、そのときの借金と積立金の関係を現在と比較させてもらいました。就任した平成

13年度には村の借金は約115億9,000万円ございました。現在は104億円、先ほど村長申されましたけ

れども104億円ということで、15年間で11億7,000万円借金は減っています。そして、積立金につき

ましては逆に１億7,700万円ほどふえておりました。これは結果的には15年間で13億5,000万円ほど

節約されたという結果でございます。これは平田村長が地道な行政運営をされてきた結果ではない

かというふうに思います。 

  しかしながら、関川村は将来的に金のかかる施設がたくさんあるんです。要は昭和42年の羽越水

害でつくった頭首工とかそれらがもう機能していないという状況にありますし、ゲート関係、倒れ

たまま上がらないとか上げ下げできないというような頭首工ですね。今はそれを上げてバタ角でと

めているという状況ですけれども、そんな状況とか、あるいは橋、橋梁関係。今回の予算でもって

橋梁の長寿命化委託というようなことで3,000万円上がっていますけれども、橋も特に大きいのが私、

聞出橋、八ッ口橋、金丸の前瀬橋、これらが今後大きく村の財政を圧迫するんでないかなというふ

うに思っております。 

  私が申し上げたいのは、今そういう関川村は借金財政であることと、将来的に金のかかる、村の
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財政を圧迫する施設が多いということを理解していただきたいということと、将来の子供たちへの

負の遺産はできるだけ少なくしてもらいたいと思うわけでありまして、これらについて村長はどの

ように認識し、捉えているかお聞かせください。 

○議長（近 良平君） 村長。 

○村長（平田大六君） ただいまいわゆる村が行っております借金について将来どう考えているかと

いうことでありますが、先ほども議員ご指摘のように、将来への負担をできるだけ減らすという考

え方でやっております。先ほどもお話し申し上げましたように、100億円を超えるいわゆる村債であ

りますけれども、その中で有利な借金を選んできたということであります。その有利な借金という

のは、議員ご承知のように、借金の中には国から来る負債でありますので返さなくてもいい、そう

いう借金もありまして、できるだけ返さなくもいい、あるいは３割だけ返せばいいというようなそ

ういう、いわゆる先ほどの表現で優良債と言いましたけれども、そういうのをできるだけ選びなが

ら、国の新しい情報をつかみながら選んでいきたいと考えております。 

  それから２番目のご指摘の橋梁などの老朽化、そのようないわゆるインフラの老朽化であります

が、先ほどの施政方針でも申し上げましたように、村でいち早く取りつけました消雪パイプ、50キ

ロにも及んでおりますけれども、そういうのがもう既に老朽化しながら計画的に補修などをしてお

ります。それとはまた金額も莫大に違いますけれども、村内の河川にかかっている橋梁、集落に渡

っていく大きな橋もありますので、その辺のところも診断をしながら緊急度を確かめて取り組んで

いくところであります。確かに広い村、広い地域に村民が住んでおられますので、それに行く施設

もインフラもよその都市とは比べものにならないものであろうかと考えております。また、そのよ

うなインフラ整備も今国で大きな問題、地方のインフラ整備も国で大きな問題となっておりますの

で、あるいは国がそれを助けるような政策もあるいは持ってくるかもしれませんので、そういうよ

うな情報にも注意してまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（近 良平君） 平田さん。 

○10番（平田 広君） ありがとうございました。大分質問者の時間がもうないよということであり

ますので、２番、３番まとめて質問させてもらいます。 

  私、ふるさと納税のほうですか、これについて３回目の質問になります。そして、地域おこし協

力隊については２回目になります。何でこのふるさと納税と地域おこし協力隊、そんなにこだわる

んだといいますと、最も手早い、手っ取り早い村の活性化策はこの２つじゃないかというふうに思

っているんです、一番簡単な。そう思ってこの２つに今こだわっているんですけれども、制度もふ

るさと納税は８年ですか、地域おこし協力隊は７年になっています。これをもっともっと利用して、

もっと積極的に取り組んでほしいと。そして、ふるさと納税についてももっと工夫して、さっき３
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割ほどふえたということですけれども、その前の年に大分減っている、平成26年度が548万円、平成

27年が440万2,000円、28年度が570万円ということですけれども、26年度から減ってまた上がったん

だということなので、思ったよりかは結果的には伸びなかったというふうに思っています。 

  全国的には1.6倍と伸びているということなので、同じような格好で伸びたかなというふうに思っ

たんですけれども、それほどでなかったというふうに思いますので、インターネットの資料なんか

を見ますと本当にきれいにうまくまとまっているなと思うんですけれども、要は、村長がさっき言

いました、ふるさと納税については返礼品、関川村の返礼品を見ると１割程度なんですね。ほかの

市町村では３割から５割ぐらい、中には８割というのもあったそうです。そんな状況で、大まかに

は３割から５割が普通になっています。そういうのが１つあるんだと思います。 

  村のためにも村民のためにも寄附はいっぱいあったほうがいいわけですから、その辺さらなる努

力をしていただきたいというふうに思っております。全国的にもこの２つの制度を使って、本当に

活性化につなげている市町村が多々あるんですね、見ると。そんなことで今後とも、時間がないよ

うでございますのでこれでやめますけれども、どうか頑張っていただきたいというふうに思います。 

  一応、終わりですか。時間、質問者…… 

○議長（近 良平君） もっとありますよ。 

○10番（平田 広君） え、何か今５分だかでてましたよ。 

○議長（近 良平君） ５分。２分。俺の時計で10分くらい残ってます。 

○10番（平田 広君） じゃあまだいいんですね。じゃあまだ時間があるようなので、ふるさと納税、

これについて、今回幾らか伸びたんですけれども、納税者、または寄附者といいますか、返礼品と

して何を多く求められたかちょっと伺ってもいいですか。お願いします。 

○議長（近 良平君） 人気のあった返礼品ということ。 

○10番（平田 広君） 人気のあった商品でもいいし。 

○議長（近 良平君） 総務課長。 

○総務課長（加藤善彦君） 今ほどの平田議員さんのほうからのご指摘がございました。ふるさと納

税の返礼品につきましてということでございますが、返礼品につきましては額に応じましてＡＢＣ

と分かれてございます。例えばＡでございますと１万円から９万9,900円までの方の返礼品になりま

すし、Ｂにつきましては10万円から29万9,999円、そして30万円以上がＣという形になります。 

  何が多かったかということでございますが、例えばＡギフトでございますと一番多いのはやはり

お米でございます。次に多かったのが餅、そして３番目が地鶏カレーということでございました。

それからＢギフトのほうになりますと、こちらで一番多かったのがシャケですね。次に多かったの

がハム、そしてお米という順番です。それからＣギフトのほうでは、ほとんどなかったんですけれ

ども、温泉券というのがあったということで、これが上位のほうの商品といいますか返礼品でござ
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います。 

  なお、募集のところにカタログ等もございますので、もしできればそういったものをごらんいた

だければと思います。以上です。（「時間ない」の声あり） 

○議長（近 良平君） まだありますか。あったらもう１回。平田さん。 

○10番（平田 広君） じゃ地域おこし協力隊でありますけれども、今ほど聞きますと、私、集落と

か地区、それだけをやっているのかというふうに思ったんですけれども、今、村全体のことを考え

て観光振興というようなことで１人募集しているということを聞きましたので、ぜひ村で対応する

ような、そういう協力隊も多く使っていただければいいなというふうに思います。 

  例えば阿賀町であれば17人も協力隊を採用しているということでありますし、観光振興だけでな

くて農林振興、農業振興、林業振興とか、あるいは診療所なんかもそういうのを利用したほうがい

いのかなと、健康のためにですね。診療所では、施設の増改築、五、六年前にやりましたけれども、

その後、患者数は減っておりますし、基金を取り崩して運営しているような状況ですね。そういう

状況にあるのを、せっかく広げたところ、そこと保健センター、保健センターも思ったより活性、

使われていないというふうに思いますので、その辺を利用して、血管年齢とかそういう健康に関す

る器具を幾らか用意して対応すれば、それが診療所に来る皆さんの患者をふやすとかにもつながる

と思いますし、相乗効果になると思いますし、何とかうまくいいほうに行くようにこの２つを利用

してやってもらいたいというふうに思うわけです。 

  この地域おこし協力隊については、もっと積極的に取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。その辺、村長の考えをもう１回伺いたいんですけれども、お願いします。 

○議長（近 良平君） 村長。 

○村長（平田大六君） 地域協力隊につきましては、今議員がご指摘のとおりであります。今回、先

ほどのことで１人観光関係のところで今お願いしたということでありますけれども、そのときに私

の持っております期待は、村外で、あるいは国内外でいろいろ経験されてこられる方もたくさんお

られます。そういう方の協力隊でありますので、我々よりも視野が広い。そういう視野でこの村を

まず見ていただきたい。また、担当する部署におきましては、職員が１人ふえた、だから事務を半

分任せたらとかそういうような利用の、活用の仕方では本来の目的と違うので、何かの提案、ある

いは地域協力隊というようなバッジをつけて村内を回って歩いて、我々が伝統的に目に見えない、

地元として目に見えない部分、そういうものに目を触れてしていただきたい、こういうような期待

を持っているところであります。 

  先ほど地域協力隊で集落に活用いただく協力隊のお話もしました。その協力隊に、地域に、集落

におきましても、その集落だけでなくてその集落を含んだ地域、いわゆるコミュニティー、うちの

村でありますけれども、そのコミュニティーにも協力隊の力を及ぼすような集落での活用の仕方、
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これを期待していきたいと考えていたところであります。ありがとうございます。 

○議長（近 良平君） 休憩します。１時10分まで休憩します。 

          午後０時０４分  休 憩 

 

          午後１時０８分  再 開 

○議長（近 良平君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  一般質問を続けます。 

  ８番、菅原 修さん。 

○８番（菅原 修君） 私からは３点質問させていただきます。 

  最初にですが、今ほど村長さんの施政方針演説でもありましたが、羽越水害の記念行事について

であります。 

  昭和42年８月28日に発生した羽越水害から今年で50年を迎えます。当時の状況を知る人が少なく

なっておりますが、記念行事の今後の具体的な内容を伺います。 

  ２点目であります。公共施設の利活用とその後についてであります。 

  村内の公共施設の多くは昭和42年の羽越水害後に建設されており、老朽化が進んでおります。利

用されている施設もありますが、ほとんど利用されていない施設は将来的構想が示されず、現在に

至っております。特に老朽化が進んでいる旧金丸、沼小学校の校舎を初め、周りの施設やプールな

どを含めどのような対策を考えているのか伺います。 

  ３点目であります。片貝村営住宅についてであります。 

  昨年から居住されている人がいなくなった片貝村営住宅でありますが、維持管理を考えると早目

の解体が必要と思われますが、村長の考えを伺います。 

  以上です。 

○議長（近 良平君） 村長。 

○村長（平田大六君） 菅原 修議員のご質問にお答えをいたします。 

  まず初めに、羽越水害の記念事業についてであります。 

  三十数名の尊い命が犠牲となりました羽越水害から本年の８月で50年となります。これまでも節

目の年に各種事業を行ってまいりましたが、本年は大きな節目であり、多くの事業を計画していま

す。 

  ご紹介を申し上げます。羽越水害関係事業は阿賀野川、加治川、胎内水系、最上川水系など水系

ごとに計画されております。関川村は荒川水系といたしまして、国土交通省羽越河川国道事務所、

ここを中心にいたしまして近隣の市町村、関係機関・団体などで実行委員会を構成し、被害が一番

大きかった関川村、この関川村の村長ということで私が実行委員長を仰せつかっており、事業の準
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備を進めてまいっております。事業はその中身といたしまして、シンポジウムの開催、役場、ゆ～

む、全国ホタル研究会会場での巡回パネルの展示展、治水の歴史めぐり、記録映像の制作などであ

ります。そのほかにフォトコンテストと絵画コンテストがありますが、既に募集が始まっておりま

す。また、10年に一度の大規模な総合水防演習もその一環として村上市地内の荒川河川敷で行われ

る予定であります。30回目を迎えます大したもん蛇まつりは、８月27日の日曜日に９代目の新大蛇

をメーンに、交流がありますさいたま竜神まつり会をお招きしてにぎやかに開催したいと考えてお

ります。また、記念事業のメーンでありますシンポジウムは８月26日の土曜日に村上市民ふれあい

センターで開催される予定でありまして、村ではバスを準備いたしまして大勢の村民の皆様に参加

していただきたいと考えております。議員の皆様にも参加のご協力をお願い申し上げます。 

  これらの事業の目的は、水害から50年が経過したために明瞭に記憶されている方々も少なくなっ

ている今、水害で得た教訓を後世に伝え、災害など危機対応について考える機会となることを期待

いたしているものであります。 

  ２番目のご質問であります。公共施設の利活用とその後のことについてであります。 

  村の公共施設には、学校統合や保育園統合などによりましてその後有効に利用されていない施設

があります。ご指摘の旧金丸小学校の校舎、旧沼小学校の校舎は、この２つは地域防災計画で災害

時の避難場所、避難所に指定されている施設であり、ふれあい自然の家として教育委員会が管理を

今行っておるところであります。昨年10月に実施いたしました村内の一斉の防災訓練におきまして

は、旧沼小学校校舎を九ケ谷地区の避難訓練会場として、施設内に整備されております通信機器な

どを使用した通信訓練なども行いました。 

  また、両方の施設につきましては、災害時に避難場所、避難所として活用できるかということで、

そのような観点から地元の方々と役場職員で確認を行った経緯がございます。その際わかりました

ことは、老朽化が想像以上に進んでおりまして、災害時の避難所とするにはかなりの改修が必要で

あるとのことでありました。取り壊すにいたしましても改修するにいたしましても財源の確保が先

決でありますが、国、県の支援は受けにくい状況にあります。今後、地域との合意を図った上で施

設のあり方を決定したいと、このように考えております。 

  また、両地区にあります水泳プール、このプールはいずれも活用されておりませんで、その対応

も必要であると考えております。 

  ３番目のご質問、片貝村営住宅についてであります。 

  片貝住宅は羽越水害に関連して昭和44年に建築された準耐火構造２階建てでありまして、４棟８

世帯が入れる村営住宅であります。この建物の耐用年数は公営住宅法によりますと45年であります

が、既に47年が経過しております。現在１世帯１名の入居を認めておりますが、４年ほど前から入

院されておりまして、実際には居住はしていない状況であります。かなり以前から新規の入居者の
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募集は行っておりません。今後、いずれかの段階で解体を検討したいと考えております。そんなに

遠い将来のことではないということであります。 

  以上であります。 

○議長（近 良平君） ８番。 

○８番（菅原 修君） ありがとうございました。 

  最初の質問でございますが、関川村に多大な被害を起こした水害をやっぱり教訓として、しっか

りと後世の残す取り組みをしていくということで村長さん今ほど話がありましたが、そのとおりぜ

ひこの事業にも力を入れて取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  ２点目ですが、今ほど話がありまして、避難訓練として使っているとありますけれども、本当に

使われていない学校が避難訓練所になるのかという部分で非常に疑問も感じますので、この辺もや

っぱりしっかり話し合っていただきたいなと思っております。 

  それで、学校の前にもいろいろな施設があるんですね。小屋みたいなのとかいろいろな建物があ

ると思いますが、その辺もできれば早目に、一気というわけにいかないので、予算を組んで早目に

対処してといいますか、解体等含めて検討していただきたいなと思っております。 

  その後にまたプールの問題はちょっと絡みありますけれども、プールは一応防火水槽としても考

えておるんですが、これも冬になると雪が積もれば防火水槽の役目を果たさない状況だと思います

ので、これもやっぱり水を張っておく、年間通して張っておくといろんな悪条件につながりますの

で、この辺もしっかり対応を考えていただきたいなと思っております。 

  ともかくその部分で、２点目の校舎、先ほど村長さん、いろいろな予算等もあると思いますが、

もう１回具体的にどう進めていこうとしているのか伺うことができますでしょうか。 

○議長（近 良平君） 村長。 

○村長（平田大六君） 先ほども申し上げましたように、具体的に今どうという直近の考えはござい

ませんけれども、今後皆さん、地域の方々とも相談して進めてまいりたい、このように考えており

ます。 

  それから、先ほど避難場所、避難所というような２つの用語を使いましたけれども、避難場所と

いうのは広い空き地に集まること、それから避難所というのはその中にいっとき住むというような、

そういう２つの使い方がありますので、その辺のところも考えながら検討させていただきたいと考

えております。 

○議長（近 良平君） 菅原さん。 

○８番（菅原 修君） 避難場所ということで今話しているんですけれども、使われていない学校で

あると、水道水にしても出したときにもう錆が出てきて物すごい状況だったり、トイレもそのよう

な状況で、いろんな部分で逆に対応し切れない部分が出てくるのかなという部分がありますので、
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その辺もぜひやっぱり検討していただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。 

  ３点目でありますけれども、村営住宅、先ほど村長さん、45年過ぎているので解体を考えている

と話ありました。できれば、全部一気にというわけにいかないと思いますので、できれば１カ所で

も早く解体をお願いして。というのは、プールの件もありますけれども、私、防火水槽という部分

であの地域には大きな防火水槽がないんですね。それで、ちょうど沼団地と片貝団地の中間にこの

村営住宅がありますので、それを１個取り壊してそこにちょっと大き目の防火水槽をつくっていた

だけば、あの辺の防火水槽の対応ができるのではないかなと思います。そうすればあのプールもも

しだめになったとしても年間通して使えると思いますので、この辺は村長さんいかがでしょうか。 

○議長（近 良平君） 建設環境課長。 

○建設環境課長（髙橋賢吉君） 今の一気に壊さないでという話ですけれども、コスト的に言います

と一気にやったほうがコスト的には下がります。ただ、今おっしゃったように防火水槽等に早目に

使用するとなれば、１個でも壊すのは可能だと思います。その辺財源のこともありますので、その

辺を含めまして総務課長のほうから防火水槽の件お願いしたいと思います。 

○議長（近 良平君） 総務課長。 

○総務課長（加藤善彦君） 防火水槽の関係でございますけれども、実際今プールのほうは消防水利

のほうからは外されております。金丸につきましては、このプールの脇に昨年ですか、防火水槽を

つくらさせていただきましたので、ここでプールのほうは消防水利からは外れるという形になりま

す。また、プールのほうは水を張っているというよりも、あれは雨水がただたまっているような状

況で、実際教育課のほうにも確認しましたが、近年は管理はしていないといったようなことで、逆

に消防水利として使うと、例えば火災があったときにその水を使わないでくれと言われるおそれも

ありますので、今のところはそちらのほうは消防水利のほうから外させていただいております。 

  それから、片貝団地のほうなんですが、こちらのプールにつきましては代替の防火水槽が移転地

のほうに１基ございますし、それから片貝の駅のほうから来た通りのほうに１基ございます。それ

とあと片貝の奥のほうですか、そこの中間あたりに１基ということで、今消防水利のほうとしまし

ては３基そちらのほうに絵が描かれておって、今片貝住宅のほうにというお話があったんですけれ

ども、私が見てきたときには移転地のほうに１基ございまして、それが片貝の住宅を含めて消防の

水利の範囲内に入っておりますので、必要はどうかなというふうに考えております。ですから、プ

ールのほうは、確かに学校のほうの火災を考えると、今ございます沼小学校の学校の火災を考える

とあったほうはいいんでございますけれども、それを除くと住宅火災についてはこのプールについ

ては対象とならなくてもいいのかなというふうに考えてございます。以上です。 

○議長（近 良平君） 菅原さん。 

○８番（菅原 修君） 今ほど総務課長の話がございましたが、防火水槽、片貝の団地のほうにある
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のはごく小さな本当の、もう対応し切れるような防火水槽じゃないので、団地のほうにあるやつ、

片貝のほうの。もう本当に小さいやつなんですよ。恐らくそれこそ普通の消防、可搬のほうではじ

いたとしても、どのぐらいですかね、10分か15分ぐらいで終わるぐらいの水量しか入っていないと

思うので。沼のほうにあるのも奥のほうにあって非常に使う、もし火災が発生した場合に、手前で

発生していると、奥にあるものですからなかなかそこに行けないような、防火水槽までたどり着け

ないような悪条件が重なると思うので、非常に悪いところに設置されている場所だと思うんです。

今回私がそういうふうに言うのは、一番それに対してちょうど中間に当たって一番両方を対応でき

る水利になると思いますので、その辺もぜひ検討をお願いしたいなと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（近 良平君） 総務課長。 

○総務課長（加藤善彦君） 今ほどの件、私のほうで詳しく調べてきませんでしたので、一応基準に

なるのは40トン級の耐震性の防火水槽が消防水利として認められておりますので、私見てきたのは

ただそこに水利があるという形での確認しかしてございませんでしたので大変失礼しました。もし

かすると移転地のほうは20トン級の昔つくったやつで、実際には消防水利の基準を満たしていない

ということなのかと思います。 

  またあわせまして、防火水槽の設置につきましては、皆様方ご承知のとおり一応２基以上、２カ

所以上設置が基準となりますので、こちらのほう、住宅を壊した跡につくるとなれば、ほかのとこ

ろでももう１基探した上で、それと合わせて２基というふうな形で進めたいと思いますので、今後

の課題ということでよろしくお願いいたします。 

○議長（近 良平君） 菅原さん。 

○８番（菅原 修君） ありがとうございました。それでは、そういうことでよろしくお願いいたし

ます。以上で質問を終わります。 

○議長（近 良平君） 次に、２番、伊藤敏哉さん。 

○２番（伊藤敏哉君） ２番、伊藤敏哉でございます。木質バイオマス発電事業の関係で質問をさせ

ていただきます。今回は米国側企業と株式会社パワープラント関川が取り交わした覚書の内容につ

いてお伺いいたします。 

  木質バイオマス発電事業につきましては、平成24年９月20日、村議会定例会後の行政報告におい

て村から村議会に対して事業の紹介があって以降、事業主体となるパワープラント社の設立を初め

平田村長のドイツ視察、ガス化炉から焼却炉への変更とそれに伴うプラント製造企業の変更、発電

規模の変更など、その実現に向けて村、パワープラント社初め関係する国内企業や電力会社、木材

供給事業者、そしてハイパーバリック・スチーム・スターリングエンジン社、ＨＳＳＥ社を初めと

する米国関係企業の間でさまざまな話し合いや合意文書の調印などの取り組みが進められてきまし
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た。 

  しかし、以来４年５カ月余りが経過した現在におきましても、残念ながら具体的な事業実現の段

階に至っていない現状であります。一昨年、平成27年11月から今日までの間、数回にわたり事業費

の一部、約１割の資金が米国側からパワープラント社に入金されるとの情報が示されましたが、い

まだ実現していない状況であります。このことを初め発電システムの実像が明らかにされていない

ことや事業のスケジュールが示されないことなどから、村民の多くが当バイオマス発電事業をこの

まま推進することに大きな不安を抱いていることは周知のとおりでございます。 

  そこで、今回は米国企業からパワープラント社に供給される資金について２点お伺いします。 

  １点目は、昨年、平成28年12月に村から提供された資料であります「木質バイオマス発電事業 

これまでの動き」の資料の中で、「平成27年11月18日ファイナンサーからの資金供給の覚書にサイ

ンした。上限は5,000万ドル、うち１割を目安に前渡し金として支払う」。四角の囲みの中としまし

て「設定金利が低いため収支的に見ても好条件となり、春時点で2.0メガワット規模に変更せざるを

得なかった理由は消滅した形」との記載がございました。 

  このときパワープラント社、恐らく永井社長さんがサインしたものだと思いますけれども、永井

社長さんがサインした覚書のファイナンサーからの資金というのは、融資による資金なのか、はた

また出資による資金なのかお伺いします。 

  一般的に融資といった場合は、借り入れた元本に金利を加えて返済するものでございますし、出

資の場合は、元本は返済不要でありますが、出資対象の事業で生れた利益の一部を出資割合によっ

て出資者に還元あるいは配当するものと理解しておりますが、パワープラント社に供給される米国

資金は融資なのか出資なのかこの機会に改めてお伺いしたいと思います。 

  ２点目は、当該覚書の中に、仮にの話でございますが、仮にパワープラント社が現在進めている

バイオマス発電事業から撤退することになった場合、米国ファイナンサーとの取り決めにおいて、

パワープラント社から米国ファイナンサーに対して賠償金の支払い義務が設定されているものかど

うか、また設定されているという場合はその金額についてお伺いいたします。 

  この質問の趣旨は、村が当事業から撤退の意思を表明することができない大きな理由になってい

るのではないかとの率直な疑問から行うものであります。 

  以上２点につきまして、私たち議員初め村民の不安解消のため、覚書の内容を精査いただき明快

なご答弁をいただきますようお願いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（近 良平君） 村長。 

○村長（平田大六君） ただいまいただきました伊藤敏哉議員の木質バイオマス発電事業についての

ご質問にお答えをいたします。 

  なお、この事業につきましては、昨年、５人の村民から監査委員に対し住民監査請求がありまし
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て、監査委員が棄却したために、現在は住民訴訟となって裁判を進めているところであります。弁

護士報酬の予算を議決いただき、弁護士と職員によりまして膨大な資料を準備して公判に備えてい

るところであります。村が当事者となるため、議会での質疑などが有力な証拠であり、ご質問には

そのことも念頭に置いて慎重に説明したいと思いますので、まずもってご理解くださいますようお

願いをいたします。 

  まず、１点目のご質問についてであります。 

  平成27年11月に株式会社パワープラント関川の永井伸治社長がアメリカに出向き、資金の調達に

ついて覚書を交わしたファイナンサー、資金提供者でありますが、ファイナンサーは、この事業に

関しましてそれまでに折衝してきた過去の幾つかのファイナンサーとは異なる立場の相手となって

おります。すなわち、事業の核となりますエンジンを開発、実験している会社であるということで

あります。このエンジンを含む発電システムを世界に広めていきたいという思いがありまして、そ

のため金利や返済の条件につきましても日本側から見て有利な条件が提示されておりまして、この

ことは事業の収益性を高めて事業に取り組むリスクの軽減につながると考えております。また、こ

のファイナンサーは、いわゆるクリーンエネルギー、このことにつきまして取り組みを大きな意義

としておりまして、この事業を積極的に推進する意思を持っていると聞いております。 

  この事業の資金がどのような形で提供されるのかというご質問でありますが、基本的には融資と

捉えていただいてよろしいかと思います。全体の１割程度として、前渡し金、前渡金につきまして

は無利息とすることで合意に至っており、覚書が締結されております。先方はまた株式会社パワー

プラント関川の資本金への出資に関する考えも持っております。日本側といたしましても、売電収

入の根拠である20年間の固定価格買取制度、この期間において事業からの撤退や権利の転売などの

リスクを防ぎ、事業を間違いなく継続させるため、パワープラント関川に対する一定割合の出資を

求めているところでありまして、先方もこれを了承していると聞いております。 

  なお、パワープラント関川への出資につきましては、ほかにも国内で複数の企業、団体からご参

加をいただき、日本国内側が資本金で過半数の割合を占めるようにする計画であります。 

  今後、前渡金、前渡し金を受領した後に、先方が来日して契約の締結に臨むこととなりますが、

このときに出資額を確定して、前渡金、前渡し金の一部をこれに充てることになろうかと思われて

おります。 

  また、これまでにもご説明しておりますが、このファイナンサーはこの事業のほかにも複数の事

業を手がけておりまして、それらを包括する巨額の資金調達を行っていますことから、関川村にお

けるこの事業ではないそれらの事業の動向にも影響される部分があったことを、またアメリカ国内

の規制による想定外の手続も生じたことから、これまで時間がかかっていたとの報告を受けており

ます。そのようなことでありますので、この事業の計画におきまして何らかの問題が生じたために
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長引いたものではない点につきましてご理解をいただきたいと思っております。 

  ２つ目のご質問であります。当該ファイナンサーに対する賠償金の支払い義務が存在するのかど

うか、またその金額はというご質問であります。 

  例えばこの事業が進められなかった場合に、村あるいはパワープラント関川から当該ファイナン

サーやその他関係者に対して賠償金を支払うなどといった取り決めはこれまでも確認してございま

せん。実際に先方と連絡をとり合っているパワープラント関川からも、そのような報告を受けてお

ります。 

  この事業の資金につきましては、当初、設備の性能検証が不十分との判断により国内の金融機関

からの調達がかなわなかったことから、アメリカ側の資金によって事業を組み立てていく形と変わ

っていったものであります。以後、資金提供の意欲を示す複数のファイナンサーと折衝を行い、中

には来日され具体的な折衝を行った相手もおりましたが、投資規模や利益分配など事業に対する思

惑の相違がありまして、これを解消して合意するまでには至りませんでした。そのような中で、そ

れまで秘密とされていましたエンジンの実証実験を行っていた工場への視察がかないまして、パワ

ープラント関川の永井社長、株式会社ＦＵＧＥＮの赤松社長がそちらを訪れた際に、この工場の企

業グループ代表者との協議の中でこの事業の状況を認識した上で、自身が準備している多数のプロ

ジェクトの中の一つとして資金を準備できるとの合意に達したものであります。実際にエンジンを

熟知する方がファイナンサーとなることで、過去に懸案された設備や性能検証がなくとも資金を調

達することが可能になりました。 

  この実行に当たりましては当初の想定よりも大幅に時間がかかっていることは事実でありまして、

その理由につきましては先ほど、またこれまでにもご説明してきたものであります。資金調達の作

業は継続中でありまして、先方からも変わらない意思表示を受けております。これまでの間、林業

関係や電力関係などさまざまな分野でこの事業の達成にご理解、ご協力をいただいてきている方々

も多数おられます。ご説明申し上げましたように、現在の状況からいたしまして、この事業の実現

が村にもたらす結果を、効果を踏まえまして、引き続き事業を推進する考えに変わりはございませ

ん。事業からの撤退を判断する時期とは考えておりませんことを申し上げさせていただきます。ご

質問くださいましてありがとうございました。 

○議長（近 良平君） 伊藤さん。 

○２番（伊藤敏哉君） どうもありがとうございました。 

  覚書の中に賠償に関する条項が設定されているために、村が当事業からの撤退の意思を表明でき

ない理由なのではないかと私初め一部の方からお聞きしたこともあるのですが、今ほどの村長のご

答弁では、そのような覚書の内容にはなっていないというご答弁をいただきましたので安心をいた

しました。 
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  そこで、改めてお伺いしたいと思いますけれども、覚書の内容の中に、例えば村長さんの施政方

針の演説でもございましたし、私の冒頭の質問の中にも、４年５カ月、足かけ５年に及ぶ期間が経

過したということでありますし、一昨年の11月以来、何度か事業資金が入金されるというお話がご

ざいました。しかし、現在まだ入金には至っていないわけでございまして、その覚書の中に、例え

ばファイナンサー側の都合として例えばいついつまでに資金を供給できない場合はこの契約は解除

するとか、あるいは、契約ですと普通やはり一定の期限というものは設けるのが一般的かと思うん

ですけれども、そのあたりで、また平田村長の現任期も12月に一旦訪れるわけですし、その覚書の

記載の中に期限というものが一切ないのか、あるいは何らかの時期設定というものがあるものか、

いま一度確認の意味でお聞きしたいと思いますけれども、お願いします。 

○議長（近 良平君） 副村長。 

○副村長（佐藤忠良君） 承知している範囲でご説明します。 

  資金についての覚書については、村が当事者になってサインしているわけではありませんので、

パワープラント関川から聞いている範囲で承知しているわけであります。資金の状況でありますが、

けさも午前中アメリカからのメールが入ったり、毎日のようにやりとりをしておりますので、向こ

うのほうの意欲は非常に高いものだというふうに理解をしております。ただ、今までも大変有力な

情報だというようなことで皆さん方に申し上げてきた経緯もありますので、実際に金が入らない限

りは信用はできないぞということを再三アメリカにも言っておりますので、そういうことから、期

限というそういったのは永井社長からも聞いておりませんし、近いうちに入るんでないかというふ

うに毎朝、毎日何回かのメールでは確認できる、そういう状況になっていることをまずご説明申し

上げたいと思います。覚書にはいつまでどうという、そういう期限はたしかなかったというふうに

聞いております。以上であります。 

○議長（近 良平君） 伊藤さん。 

○２番（伊藤敏哉君） ありがとうございました。覚書の中にはそういう期限の設定はないという今

の副村長さんからのご答弁をいただきました。 

  それで、先ほどの村長さんのご答弁に一旦戻らせていただきまして、先ほど当初の１割の融資か

出資かという問いに対して融資であるというご回答と、それから10％については無利息であるとい

うご答弁をいただきました。残りの90％については利率の何か取り決めはございますか、お伺いい

たします。 

○議長（近 良平君） 副村長。 

○副村長（佐藤忠良君） 明確な取り決めはまだ本契約になると思いますのでありますが、その当時

永井さんから聞いているのは、それまでいろいろ話があったファイナンサーから比べると極めて低

利だということは聞いております。以前来たファイナンサーの中には８％近いレートのものもあっ
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たわけでありますが、それから比べると極めて低いという感触を得たという報告は受けております。 

○議長（近 良平君） ２番。 

○２番（伊藤敏哉君） ありがとうございました。 

  平田村長におかれましては、バイオマス発電事業の当事業者、企業でありますパワープラント社

の取締役にも就任されているとお伺いしております。会社法等の法律に基づけば、取締役は株主か

ら会社の経営を委任されており、取締役は、受任者、受ける側としての善良なる管理者の注意をも

って会社経営に当たらなければならないという、善管注意義務というものを負っているわけであり

ます。会社に対する責任には過失責任と無過失責任がございます。無過失責任というのは、読んで

字のごとく、故意または過失がなくても責任を負わなければならないというものであります。また、

取締役は第三者に対しての責任もございます。会社以外の第三者である株主または会社債権者等に

対しても責任を負うものでありまして、その責任は３つございまして、任務懈怠責任、不法行為責

任、虚偽記載責任というものがございます。このうち一番最初の任務懈怠責任といいますのは、会

社の取締役がその業務を誠実に行わず会社に損害を与えた場合に負うという、そういう責任の内容

となっております。 

  これらのことを踏まえまして、これまで村長のご答弁は、パワープラント社の取締役としてとい

うよりは、「そのように聞いている」ですとか「そうであると伺っている」というような表現で、

私どもからすれば当事者感覚の希薄な答弁が多かったのではないかと。また、永井社長との認識の

相違も出た答弁も幾つかの点で見受けられたところであります。 

  パワープラント社の取締役として改めてお伺いしたいと思います。米国側企業からの資金が遅れ

ている現状の中におきまして、資金繰りで厳しい状況が続いているパワープラント社において、ど

のように社員の士気を高め、また当面の資金繰りを行っていくお考えか…… 

○議長（近 良平君） 伊藤議員に申し上げますが、会社の取締役に対する一般質問する場ではない

ので、あくまでも村長として聞くわけですから、よく質問内容を考えてください。 

○２番（伊藤敏哉君） 株式会社の株主は関川村でありますので、その株主から…… 

○議長（近 良平君） 取締役に聞くんだったら取締役会とかの株主会議で聞いてください。ここは

一般質問の場所なので、場所が違います。 

○２番（伊藤敏哉君） それでは、今の質問は議長からの指示で却下といいますか、途中でございま

したけれども中止とさせていただきます。 

  それでは、済みません、もう１点お願いします。先ほど副村長さんからもお話ありましたが、ま

た村長さんの施政方針にもありましたけれども、最近また入金の情報があるというように施政方針

にも表現されておりましたし、副村長さんのお話にもございました。具体的に何月ごろとか何月何

日ごろとかというものが情報ございましたらお願いしたいと思います。 
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○議長（近 良平君） 副村長。 

○副村長（佐藤忠良君） こちらも非常に何とか早くという催促を、間接的にではありますが催促を

しながらやっているところでありまして、向こうのほうでも熱心に資金の準備をしているのがよく

理解をしております。これは永井さんと直接メールで、英語でやりとりして、私は英語だめであり

ますから、訳したものを私なり総務課長なり担当のところへ、毎朝あるいは１日何回もその情報は

伝わってきております。しかし、どんないい情報であっても金が来ないことにはどうにもならない

ので、いい情報であってもいい情報が来たと喜んでおる、そんな状況ではありませんので、そんな

気持ちでおります。ただ、情報としてはほぼ毎日のようにやりとりしております。 

○議長（近 良平君） ２番。 

○２番（伊藤敏哉君） メール等あるいは毎日のようにやりとりをされておるということで数回にわ

たりお伺いしましたけれども、そのやりとりの内容というのは、入金が間もなくですよというよう

なやりとりなのか、向こうでの事業資金の確保等についてのやりとりなのか、今のお話ですとそう

いう時期的な説明ではないようにお聞きしたんですが、再度お願いできればと思います。 

○議長（近 良平君） 総務課長。 

○総務課長（加藤善彦君） 今ほどの伊藤敏哉議員さんのご質問でございますけれども、メールの内

容につきましては全般的な話になります。資金だけじゃなくて、向こうのほうでの動きも含めてト

ータル的な話を送ってもらうと。我々としては、今ほど副村長さんがお話ししましたとおり資金が

一番のネックになっている部分でございますので、その部分については時期も含めて早々に明示し

ていただきたいというようなお願いを毎回毎回やっているということでございます。きょうも来て

おりますし、昨日もメールのほうは来ております。そんな状況です。以上です。 

○議長（近 良平君） 伊藤さん。 

○２番（伊藤敏哉君） 今の総務課長のご答弁も、それでは時期的なものではなくて、事業に関する

動き等についての連絡であるというふうに解釈してよろしいですか。 

○議長（近 良平君） 総務課長。 

○総務課長（加藤善彦君） 失礼しました。時期的な部分といいますか、そういった部分も含めて来

ておりますけれども、先ほど副村長が申し上げましたとおり、実際のやはり入金の確証を得られな

ければこういった情報については開示もできませんし、皆さん方のほうにもお話しできないという

ことで、その情報については随時確認をとりながらやっているということで、中にはそういった日

にちを入れることもありますけれども、実際それが実行される確証のあるものをもらっておりませ

んので、そういったものも含めてのやりとりを今やっているというような状況です。あと、細かな

ところになってきますとまた先ほど申し上げました住民訴訟の関係もございますので、一部こちら

のことは濁させていただく部分もございますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（近 良平君） 伊藤さん。 

○２番（伊藤敏哉君） 村長さんに再度お伺いするんでございますが、先ほどと重複する部分もござ

いますけれども、やはりここまで長期間にわたって事業がおくれてきている現状と、それから、や

はり村長さんの任期は一旦でございますけれども12月に参るわけでありまして、仮にこのまま入金

がなされなかった場合、村長さんはその12月の任期をどのようにお迎えするのか、ちょっと漠然な

言い方ですけれども、それまでに何らかの意思表示といいますか、任期が来てもし村長退任するの

であればそのままもう次の方にバトンタッチということでお考えなのか、再度もう少し踏み込んで

ご回答いただければありがたいと思います。 

○議長（近 良平君） 村長。 

○村長（平田大六君） このことに私の村長の任期のことについての関連するご質問でありますが、

私が今後村長を続けるかどうかというのは、現在まだ自分自身も決めてはおりません。また、この

ことに限らずいろいろな懸案事項もありますので、そういうような見通しということも考えている

ところであります。しかし、私の立場は村長という立場で今の伊藤議員のお話の中で対処いたして

おりますので、これは村の代表としての取り組みである、そういうふうな考えであります。また、

今ほども申し上げましたように、これがどうなれば任期とかそういうようなことまで現在はまだ考

えておりませんので、ご了承、ご理解いただきますようお願いします。 

○議長（近 良平君） 伊藤さん。 

○２番（伊藤敏哉君） 最後になりますけれども、冒頭でも述べさせていただきましたけれども、当

バイオマス事業実施に向けた動きがスタートして４年５カ月余りが経過いたしました。残念ながら

具体的な事業実現の段階には至っていない現状であります。そのような中、平田村長の現任期も12

月に迫っております。村民の多くが先の展望が見えないバイオマス事業に不安を抱いております。

このことを踏まえ、私どもはやはり、今現在はまだ村長さんはそういう期限というのは決めていな

いということですけれども、多くの村民は今のご答弁では到底納得はできないのではないかと私は

思っております。私など地元に戻りますとやはりいろんな支援者の方から、バイオマス事業の進展

がないのは、あるいは次の方向を見出せないのは議員がだらしないからだというようなことを私よ

く私の支援者からは言われるところでありまして、私としましては精いっぱい一般質問等で村長さ

んにお聞きしているところでありますけれども、何とか平田村長さんにはバイオマス発電事業に関

する重要な判断を示していただく時期の設定を要請すべく、本定例会、３月21日の本会議において

議員有志数名によりまして議員発議で議案を上程したいということで考えております。これから予

定でありますので、話がうまく進行すればでありますけれども、そのような準備を今しているとこ

ろであります。このような上程あるいは採決になっても法的拘束力はないということも承知してお

りますけれども、やはり議員もここまで真剣に考えているということをお感じいただきまして、何
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とか任期の前、返済期限が訪れる９月等を目途に何らかの一定の意思表示を示していただきたいと

いうことをお願い申し上げまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（近 良平君） 休憩します。14時15分まで休憩します。 

          午後２時０４分  休 憩 

 

          午後２時１５分  再 開 

○議長（近 良平君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ただいまの２番議員の一般質問について追加の説明がありますので、総務課長、どうぞよろしく

お願いします。 

○総務課長（加藤善彦君） 先ほど伊藤敏哉議員のほうからご説明ありました覚書の期限の関係でご

ざいますが、確認させていただきました。この時点での話でございますが、この年の12月15日まで

に500万ドル、５億円ですね、これについては融資をするという覚書のほうは交わされておりました

けれども、実際にはそれは実行されなかったということでございます。以上です。 

○議長（近 良平君） 続きまして、４番、加藤和泰さん。 

○４番（加藤和泰君） ４番、加藤です。よろしくお願いします。 

  村の医療機関であります関川診療所について、前日に広報無線で告知し、急遽休診になるような

ケースが見受けられたようであります。利用者（患者）にとって寄り添った診療ができているかお

聞きしたいと思います。 

  また、村として今後の関川診療所のあり方、運営方針を村長にお聞きしたいと思います。よろし

くお願いします。 

○議長（近 良平君） 村長。 

○村長（平田大六君） ただいま加藤議員の関川診療所の運営についてご質問いただきました。お答

えをいたします。 

  第１点であります。ご質問では急遽休診になるケースについてであります。 

  診療所の休診につきましては、１カ月ぐらい前から事前に医師から教えていただくようお願いし

ております。事前にわかっている場合は、治療に来られる方々には翌月の休診日を事前にお伝えし

て、別な日に変更をお願いしてきているところであります。しかし、医師の都合で急遽休診という

場合は住民の皆さんにご不便をおかけいたしたこともありまして、深くおわびを申し上げます。で

きる限り１カ月前くらいには患者の皆さん方にはお伝えできるように配慮していきたいと思ってお

りますので、ご理解をいただきますようお願いします。 

  次に、今後の関川診療所のあり方、運営方針についてであります。 

  現在、村だけでなく全国的にも医師不足が大きな問題となっております。そんな中で関川診療所
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は、過疎、高齢化が進む村の身近な診療機関として、病気の初期治療、安定期の治療、そしてひと

り暮らしや高齢者だけの世帯の在宅治療を担当いたしておりまして、必要であれば専門医につなげ

る役割も担っているところであります。また、医療を提供するのみでなく、患者を取り巻く状況や

生活の中での問題点を把握する役割も担っております。例えば、患者のお話から病気以外の訴えも

拾い上げて関係機関に連絡したり、必要であれば介護サービスへとつなげていくことであります。 

  高齢者の体の能力は年々衰えていっておりまして、診療所へ受診に来るのは困難な方も見受けら

れますが、そのような患者さんには訪問診療、訪問往診を行い、希望があればみとりを行えればよ

いと考えております。訪問診療のよいところは、移動と待ち時間の軽減、家族の通院に係る負担の

軽減、定期的な訪問による継続的な治療の実現など、住民にとっては多くのメリットがあると思っ

ております。村では平成16年から交通手段を持たない高齢者のために田麦千刈地区への冬季送迎を

行っております。今後も続けたいと思います。また、平成25年度から実施しております九ケ谷地区

はなみの里での巡回診療も同じように継続していきたいと考えております。それらの事業を続けな

がらさらに新たな住民ニーズに応えられるよう、村の診療機関として村民の健康と医療の充実を目

指していきたいと考えております。ご指摘、ご質問ありがとうございました。 

○議長（近 良平君） 加藤さん。 

○４番（加藤和泰君） ありがとうございました。 

  関川診療所の年間の利用者数というのがもしわかりましたら、参考に教えていただきたいんです

けれども。前年度ぐらい。 

○議長（近 良平君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（中束正子君） １日当たり30人ぐらいということで報告を受けておりますので、ち

ょっと年間で、電卓でちょっと計算できないんですけれども、その数字と聞いております。 

○議長（近 良平君） 加藤さん。 

○４番（加藤和泰君） わかりました。ありがとうございます。恐らくその30人の１日の利用者の方

は高齢者の方が大半ではないかなというふうに思いますので、本当に移動するにも困難、交通の手

段のなかなか困難な方が多いというふうに考えますので、公共の医療機関ということで独立の採算

をとる企業的な経営とまた公共性の二面性を有していかなければいけないというふうに思いますけ

れども、独自の営業努力も必要かなというふうに考えますので、その辺を考えていただきながら、

また、村民が安心して医療サービスを受けられるような医療のあり方、方向性を村長さんからご答

弁あったように今後とも考えていっていただければというふうに思いますので、よろしくお願いし

ます。以上で終わります。 

○議長（近 良平君） 村長。 

○村長（平田大六君） ただいまのご要望、ご指摘ありがとうございました。診療所の役目につきま
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しては先ほどお話しいたしましたが、そのような趣旨でこれからも対処してまいりたいと思ってお

りますし、診療所の実際面におきましても今議員がご指摘のようなこともございましたので、注目

してまいりたい、このように考えておりますので、またご理解くださいますようお願いをいたしま

す。 

○議長（近 良平君） 加藤さん。 

○４番（加藤和泰君） ありがとうございました。私も急遽休診になった日を調べたんですけれども、

そんなに何日もないようなんですけれども、ただ、村民の方がそういう印象を受けるというのは何

かほかにも問題があるのかなということも考えながら質問させていただきました。今後ともよろし

くお願いしたいと思います。終わります。 

○議長（近 良平君） 次に、７番、髙橋正之さん。 

○７番（髙橋正之君) 座席番号７番、髙橋正之でございます。よろしくお願いをいたします。 

  昨年の３月の定例会におきまして、大石川沿川にあります農業用施設の老朽化の対策について質

問をさせていただきました。その答弁は、平成28年度に機能診断を行い、施設の事業化について調

査検討を行うということでありました。機能診断の結果と調査検討の内容についてお聞かせいただ

きたいと思います。 

  ２点目は、一昨年、金俣の林道なんですが、一部崩壊いたしまして、林道、用水路の復旧事業に

ついてでありますが、昨年、下越森林管理所では復旧の事業が予算化されたというふうに聞いてお

ります。復旧の内容がわかりましたらお聞かせをいただきたい、そんなふうに思います。よろしく

お願いいたします。 

○議長（近 良平君） 村長。 

○村長（平田大六君） ただいま髙橋正之議員から農業用水の施設についてご質問いただきました。

お答えを申し上げます。 

  第１点であります。 

  大石川流域にあります上川口、安角、黒岩の３つの頭首工は地元の水利組合が管理する農業用取

水施設でありまして、いずれも羽越水害後の昭和44年、1969年に建設されまして老朽化が著しい状

態であります。これらにつきましては、平成28年度に頭首工の機能診断調査を業者に委託いたして

おります。委託した内容は、施設の診断調査、強度調査などに基づく経済効果算定、そして計画概

要書の作成であります。現在はまだ成果品の納品がありませんが、委託業者と何回か打ち合わせを

行っておりますので、それらの情報に基づいてご説明を申し上げます。 

  頭首工の機能診断の結果では、３つの頭首工とも緊急に補修が必要との診断概要になっておりま

す。補修するには多額の費用を要するために、国、県の補助事業を導入して受益者負担の軽減を図

っていく必要があります。しかしながら、３つの頭首工をそれぞれ補修するとなりますと、費用対
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効果に問題がありまして部分的な補修にならざるを得ません。そこで、３つの頭首工を統合いたし

まして、上流の金俣集落付近にあります黒岩頭首工から下流の下川口までを１つの系統にしてしま

うことができれば問題解決が前進することになりますために、その検討を今進めているところであ

ります。今後、業者から報告書が届きましたら、その内容を地元関係者に説明を申し上げまして、

地元のお考えをお聞きしながら対応してまいりたいと考えております。 

  次に、金俣用水路の復旧工事についてであります。 

  平成27年４月に国有林内の道路が崩落いたしまして、道路下にあった農業用水路も被害を受け通

水不能となりました。田植えが迫っておりましたために、村が支援して応急工事で通水を確保した

ところであります。しかし、早期に本格的な復旧工事が必要なことから、下越森林管理所村上支所

に事業の実施をお願いしてきたところであります。幸い平成28年度の国の補正予算で対応してもら

えることの報告を受けておりました。先月末に村上支所から復旧工事を発注したとの連絡がありま

した。工事は雪解け後に入りますが、用水路の工事は、５月の連休前から８月末にかけては田んぼ

で稲作に必要な通水、水の期間でありますので、この期間を中断いたしまして、９月以降に本格的

に工事を行うということであります。なお、地元用水組合にはその都度情報をお伝えしておりまし

て、昨年の９月には計画概要の説明を行いました。 

  以上であります。ご質問いただきましてありがとうございました。 

○議長（近 良平君） ７番、髙橋さん。 

○７番（髙橋正之君) ありがとうございました。今お聞きしたところによりますと、黒岩から一連で

水路をつなぐという計画を考えておられるということでございますので、ぜひ実現に向けてやって

いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  農業用施設と農業は関連をいたしますのでもう１点お聞きしますが、過疎地域の自立促進の計画

の変更ということを議案の中にうたっておられますが、村内の耕地の第２次基盤整備の必要性、農

業生産の継続と経営の安定化を図る必要というふうに議案で上げておられますけれども、お考えを

お伺いいたしますが、よろしくお願いいたします。 

○議長（近 良平君） 過疎計画の中の話。過疎計画の中の話はちょっと後にしてもらえませんかね。

またそのときに話がありますよね。また別な議案のときに出てきますので、そのとき質問してくだ

さい。 

○７番（髙橋正之君) わかりました。以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 

○議長（近 良平君） これで一般質問を終わります。 

 

日程第５、議会活性化対策調査特別委員会委員長報告 
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○議長（近 良平君） 日程第５、議会活性化対策調査特別委員会委員長の報告を行います。 

  委員長、伝 信男さん。 

○議会活性化対策調査特別委員長（伝 信男君） 議会活性化対策調査特別委員会報告書（中間報

告）による報告があった。 

○議長（近 良平君） 委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。 

  委員長、ご苦労さまでした。 

  以上で委員長報告を終わります。 

 

日程第６、議案第３号 胎内市、新発田市、村上市、関川村し尿処理に関する事務委託に関する規約 

           の変更について 

○議長（近 良平君） 日程第６、議案第３号 胎内市、新発田市、村上市、関川村し尿処理に関す

る事務委託に関する規約の変更についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（平田大六君） 議案第３号の提案理由をご説明いたします。 

  し尿処理に関する事務を胎内市に委託している自治体のうち、新発田市が脱退することになりま

して、その規約の変更であります。よろしくお願いをいたします。 

○議長（近 良平君） これで提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっています議案第３号については、会議規則第39条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異義ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３号については委員会付託を省略します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第３号を採決します。 

  お諮りします。本案について原案のとおり決することにご異議ありませんか。 
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          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第７、議案第４号 関川村個人情報保護条例の一部を改正する条例 

○議長（近 良平君） 日程第７、議案第４号 関川村個人情報保護条例の一部を改正する条例を議

題とします。 

  提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（平田大六君） 議案第４号の提案理由をご説明申し上げます。 

  この条例改正はいわゆるマイナンバーに関連するものであります。 

  詳細は総務課長に説明をさせます。 

○議長（近 良平君） 総務課長。 

〇総務課長（加藤善彦君） 議案第４号 関川村個人情報保護条例の一部を改正する条例につきまし

てご説明申し上げます。 

  これにつきましては、個人情報保護法及び番号利用法の一部が改正されまして、法律が27年９月

に公布されて、昨年12月20日にこの改正個人情報保護法の全面施行を本年５月30日にすると政令で

閣議決定されました。これを受けての条例の一部改正でございます。 

  はぐりまして、第２条のほうにございますが、第２条第１項第６号では、情報提供者等記録の中

に番号法第26条に規定する個人データを第三者に提供した場合の提供年月日、第三者の氏名、名称

等の一定の事項の記録及び個人データを第三者から提供を受けたときの第三者の氏名、名称等、当

該第三者がその個人データを取得した経緯について確認するとともに、受領年月日、確認した事項

等の情報についてもこの情報提供等の記録というところに含まれるというものでございます。ちょ

っと回りくどくなっておりますけれども、これにつきましては名簿屋対策ということで、こういっ

た情報が売買される、こういったものを防ぐために、第三者提供に対するトレーサビリティー、履

歴のほうをしっかりと確保を図るというものでございます。 

  次に、第32条第１項第２号でございますが、保有個人情報の提供先等への通知、こちらのほうに

条例事務関係情報照会者、特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして、

個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関がこの情報照

会者という立場なんですが、こういった方と、条例事務関係情報提供者、個人情報保護委員会規則

で定める個人番号利用事務実施者といいますけれども、こちらのほうを含めるというものでござい

ます。 

  次の33条につきましては、番号法、番号利用法の条ずれによる改正でございます。 
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  以上です。 

○議長（近 良平君） これで提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっています議案第４号については、会議規則第39条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異義ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第４号については委員会付託を省略します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第４号を採決します。 

  お諮りします。本案について原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第 ８、議案第５号 関川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ９、議案第６号 関川村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第１０、議案第７号 関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

○議長（近 良平君） 日程第８、議案第５号 関川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例から日程第10、議案第７号 関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例まで、以上３件を一括議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（平田大六君） 議案第５号から議案第７号までの３議案につきましては、いずれも関連法令

の改正に伴う条例改正であります。 

  詳細は総務課長に説明をさせますので、よろしくお願いします。 

○議長（近 良平君） 総務課長。 

○総務課長（加藤善彦君） 議案第５号 関川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例につきましてご説明申し上げます。 
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  説明に入ります前に、申しわけございません、訂正をお願いしたいと思います。３ページ、改正

後の３ページの下段で「（介護時間）」というのが「第15条２」と書いてございますけれども、こ

ちらのほうに「15条の２」と訂正をお願いいたします。「第15条の２」と訂正願います。 

  それでは、ご説明申し上げます。 

  育児休業、介護休業等、育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、いわゆる育児介護

休業法の改正に伴いまして、介護休業を３つの期間に分割して取得することを可能とすることと、

介護のための所定労働時間短縮措置を設ける等の見直しを行ったものでございます。 

  第８条の３第１項は、育児休業等対象となる子の範囲を現状法律上の親子関係がある実子、養子、

このほかに追加するもので、特別養子縁組、養い親が実の子として養子を育てることに配慮した制

度で、戸籍表示で「養子」「養父母」といった言葉を用いず、「長男」「父母」と実子と同じよう

な言葉を用いる、こういった制度のある特別養子縁組の監護期間の子並びに養子縁組里親に委任さ

れている子、その他これに準ずるもの、これを加えるものでございます。 

  同条２号、小中一貫校を指す義務教育学校の小学生が学ぶ前期課程、それと特別支援学校の小学

部、これを加えたものでございます。 

  第８号の４第４項は、第２項の３歳に満たない子のある職員を当該要介護者を介護に加えるとと

もに、第２項中、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難」、

この言葉を「公務の運営に支障がある」と読みかえをしたものを加えるものでございます。 

  第11条では、介護時間、これを職員の休暇の中に加えるというものでございます。 

  次に、第15条では、介護休暇に現状「連続する６カ月の必要と認める期間」を「３回を超えず、

かつ通算６カ月を超えない範囲の指定期間」に改め、そして分割して介護休業をとりやすくしたと

いうものでございます。 

  15条の２の介護時間は新たに加えられたもので、労働時間の短縮として連続する３年の期間内で

２時間を限度にとることができ、勤務しない時間につきましては給与の減額で対応するというもの

でございます。 

  続きまして、議案第６号 関川村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきま

してご説明申し上げます。 

  これにつきましても訂正をお願いいたします。４ページお開きください。４ページ、改正後の第

３条第１項第１号の線が引かれた部分のところなんですけれども、「出産に係る子が次に掲げる場

合に該当する」となってございますけれども、この「する」を削除願います。それと６ページ、改

正後の第22条第２項中、空欄になっている部分があるかと思います。「第 条第 項第 号」とな

ってございますが、こちらのほうを「第11条第１項第８号」と訂正をお願いいたします。 

  それでは、説明に入らさせていただきます。 
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  本改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、対象となる子の範囲に特別養子

縁組の監護期間の子及び養子縁組里親に委任されている子を加えるものでございます。 

  第２条第１項第３号（イ）は、非常勤職員で子が１歳６カ月になるまでの間に雇用契約があるか

ないかわからない場合、こういった方についても育児休業をとることができるとするものでござい

ます。これにつきましては、非常勤職員、我々のほうで臨時職員と言ったりもしますけれども、実

際には非常勤職員、こういった方々については単年度契約で契約はされていますけれども、この

方々の次年度の雇用が保障はされていないというようなこともあって、ただし、そういった場合で

あっても育児休業はとることができるということでございます。あわせて、期間につきましても１

歳から１歳６カ月までということで延長されたものでございます。 

  ３号のイにつきましては、条ずれによる修正と、「到達日」を「達する日」に改めたものでござ

います。 

  第２条の２は、養育里親に委託されている児童、これを加えたものでございます。 

  それから、第３条第１号、第２号、これにつきましては条文を２つに分けて説明、整理したもの

でございます。第２号のイでは、養子縁組等が不成立の場合を加えるというものでございます。 

  以下、各号につきましては繰り下げとなります。 

  第10条の第１項第１号、第２号、これにつきましても先ほどと同様に、改正文、これを２つに分

けて１号、２号としたものでございます。 

  第22条第２項は、労働基準法のほうでは「育児時間」と定めていますが、これを村の規則の規定

による「特別休暇又は介護時間の承認を受けて勤務しない」に改めるものでございます。 

  第３項につきましても、「介護するための時間の承認を受けて勤務しないもの」を加えたもので

ございます。 

  以上が第６号の説明でございます。 

  続きまして、議案第７号 関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまし

てご説明申し上げます。 

  関川村職員の勤務時間、休暇に関する条例との整合性を図るため見直しを行うものでございます。 

  第11条中、給与の減額の対象となる休暇の対象から、介護休暇の承認を受けた場合、これを除く

としたものでございます。介護のため所定労働時間の短縮措置が設けられたことから、今回削除す

るものでございます。 

  以上です。 

○議長（近 良平君） これで提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  初めに、議案第５号 関川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につい
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て質疑はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第６号 関川村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について質疑は

ありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第７号 関川村一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について質疑はあ

りませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっています議案第５号から議案第７号は、総務厚生常任委員会へ会議規則第39

条第１項の規定により付託します。 

 

日程第１１、議案第８号 関川村税条例の一部を改正する条例 

○議長（近 良平君） 日程第11、議案第８号 関川村税条例の一部を改正する条例を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（平田大六君） 議案第８号の提案理由をご説明いたします。 

  この条例は、地方税法及び関連規則などの改正に伴うものであります。 

  詳細は税務会計課長に説明をさせます。よろしくお願いします。 

○議長（近 良平君） 税務会計課長。 

○税務会計課長（井上広栄君） 議案第８号でございますが、税条例の一部改正につきまして新旧対

照表をごらんいただきたいと思います。 

  １ページの上でございますが、村民税の申告ということで第25条の２でございます。これにつき

ましては各種所得控除に関連する部分でございまして、下線を引かれた字句でございますが、新た

に加わるというものでございまして、法改正に合わせて整備するものでございます。 

  それから下のほうの附則でございますが、これは個人住民税における住宅ローン控除の適用期限

の延長に合わせて改正するものでございます。 

  以上であります。 

○議長（近 良平君） これで提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 
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○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっています議案第８号については、会議規則第39条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第８号については委員会付託を省略します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第８号を採決いたします。 

  お諮りします。本案について原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１２、議案第９号 関川村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

            を定める条例の一部を改正する条例 

○議長（近 良平君） 日程第12、議案第９号 関川村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（平田大六君） 議案第９号の提案理由をご説明いたします。 

  この条例は、関連法令の改正に伴う改正であります。 

  詳細は住民福祉課長に説明をさせます。 

○議長（近 良平君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（中束正子君） 議案第９号 関川村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について説明いたします。 

  国は、平成28年４月１日施行により、18人以下の小規模な通所介護事業所を県指定から村指定の

地域密着型サービスに移行するとしております。具体的には診療所の隣の関川村デイサービスセン

ターふれあいの家が対象となっております。国は条例改正期間の緩和措置を平成29年３月30日まで

としているために、切れ目なく３月31日付で改正をするよう指示しております。そのため村の条例

に加えるものでございます。 

  24ページ、条文を加えておりますが、１ページの目次で説明させていただきます。 
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  この改正で、地域密着型通所介護を第３章の２として加え、内容は国の基準と同じにしておりま

す。地域密着型通所介護は皆さんが通常呼んでおられますデイサービスでございます。原則、事業

所が所在する市町村民のみが利用できるサービスで、所在地の市町村長が指定、指導、監督を行う

ことになっております。指定基準は、基本方針、人員基準、設備基準、運営基準が定められていま

す。第２節人員基準では、従業員の知識、技能、従業員数に関する基準を定めております。３節か

ら４節の設備、運営基準は、地域密着型サービス事業所に必要な施設の設備基準、保険給付の対象

となるサービスを実施する上で求められる運営基準を定めております。 

  なお、事業所が基準に違反したときや利用者の体の安全に危害を及ぼしたり村の指示に従わなか

った場合は、村長は直ちに指定を取り消したり一部の効力を停止したりする権限を持っています。 

  また、第５節以降の基準ですが、関川村ではこのサービスを実施している事業所はまだございま

せんが、条例上はこのサービスも加えさせていただきました。 

  以上で議案第９号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（近 良平君） これで提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。２番、伊藤さん。 

○２番（伊藤敏哉君） ２番、伊藤でございます。 

  今ほど中束課長さんから説明いただきましたけれども、利用者からしますと、端的に言いますと

今までとどのあたりが変わったというようなことで概要説明いただけるものでありましたら、お願

いしたいと思うんですけれども。 

○議長（近 良平君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（中束正子君） 利用者の皆さんからは今までどおりで、県の監督から村の監督に移

ったということで利用者の皆さんには影響はないと考えております。 

○議長（近 良平君） いいですか。（「ありがとうございました」の声あり）これで質疑を終わり

ます。 

  ただいま議題となっています議案第９号は、総務厚生常任委員会へ会議規則第39条第１項の規定

により付託します。 

 

日程第１３、議案第１０号 関川村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

日程第１４、議案第１１号 関川村水道事業給水条例の一部を改正する条例 

日程第１５、議案第１２号 関川村簡易水道条例の一部を改正する条例 

○議長（近 良平君） 日程第13、議案第10号 関川村国民健康保険税条例の一部を改正する条例か

ら日程第15、議案第12号 関川村簡易水道条例の一部を改正する条例まで、以上３件を一括議題と

します。 
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  提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（平田大六君） 議案第10号から議案第12号までの条例改正につきましては、それぞれの所管

の税務会計課長、住民福祉課長に説明をさせますので、よろしくお願いします。 

○議長（近 良平君） 水道課でないですかね。税務会計課長。 

○税務会計課長（井上広栄君） それでは、議案第10号でございますが、国保税条例の一部改正でご

ざいますが、新旧対照表１ページをごらんいただきたいと思います。 

  １ページの上ということで、附則12、13条、この項が新たに加わるというものでございまして、

所得税法の一部改正に伴いまして、株で得ました利子とか配当、いわゆる分離課税でございますけ

れども、これも国保税を計算するときに用いる所得割軽減判定に用いる総所得に含めるという規定

の整備であります。新たに加わるものでございます。 

  それから２ページの下のほうでございますが、14条、15条、これは条のずれによるものの整備で

あります。 

  以上でございます。 

○議長（近 良平君） 建設環境課長。 

○建設環境課長（髙橋賢吉君） 議案第11号 関川村水道事業給水条例の一部を改正する条例でござ

います。詳細について説明いたします。 

  ページはございませんが、次のページの表をごらんください。改正後にアンダーラインの部分で

ございます。今まで地区のほうが集落名だけで表示されておりましたが、そこへ「以上の地区の一

部」というふうな文言を追加することでございます。この内容は、地区、集落名全部となりますと、

山の上とかそういったところも、どんなところでも給水しなければならないということがなるため

に、標準的な条例に合わせるということでこの「以上の地区の一部」というふうな文言を追加した

ものでございます。以上でございます。 

  続きまして、議案第12号 関川村簡易水道条例の一部を改正する条例の概要について説明申し上

げます。 

  先ほど申し上げました上水道と同じでございまして、地区のほかに「以上の地区の一部」という

ふうなことで、先ほど言いましたように、どんなところでも給水しなければならないことが起こら

ないために追加したものでございます。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（近 良平君） これで提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  初めに、議案第10号 関川村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について質疑はありませ

んか。 
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          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっています議案第10号については、会議規則第39条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異義ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第10号については委員会付託を省略します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第10号を採決します。 

  お諮りします。本案について原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第11号 関川村水道事業給水条例の一部を改正する条例について質疑はありませんか。

９番。 

〇９番（伝 信男君） ９番、伝です。 

  水道条例の一部を改正する、この条例ですね、下関、上関、辰田新とずっと各集落名が載ってい

ます。その集落内で一部まだ水道が配備されていないという部分があるということでこういう形に

なったんですか。 

○議長（近 良平君） はい。 

○建設環境課長（髙橋賢吉君） 地区となりますと行政区ございますが、その行政区が例えば集落境

全部が例えば下関だったら下関となってしまいますので、例えば下関の例えば山のてっぺんとか、

そういったところがもし建物を建ててここに水引いてくださいとなった場合、水道法上引かなけれ

ばならないということになりますので、それを防ぐために、物理的に無理な部分がございますので、

そういったものをこの文言でそこは引きませんと断ることができるということでございます。 

○議長（近 良平君） ９番、伝さん。 

〇９番（伝 信男君） ということは、今課長のほうから高低差の説明あって、高いところはちょっ

と無理なのでと。じゃあ距離も関係あるわけですか。前も、例えば下水道に関すれば下水道本管か

ら何メーター離れているからだめですよと、そういうようなことで言われたこともあるんですけれ

ども、その基準というのはあるんですか。例えば水道本管から何メーター離れたところまではちょ
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っとできませんと、そういう基準はどうなんですか。 

○議長（近 良平君） 建設環境課長。 

○建設環境課長（髙橋賢吉君） 距離的には、例えばそこまでポンプとかそういったもので行けるか

どうかという検討をしなければなりませんので、物理的な無理な場合とかそういったことで検討し

た上で判断させていただきたいと思います。 

○議長（近 良平君） ３番、小澤さん。 

○３番（小澤 仁君） お願いします。済みません、今11号でしたっけ、12号でもいいんですか。 

○議長（近 良平君） 11号。（「済みません」の声あり）同じことじゃないの、いいです。同じ議

案だ、これね。じゃあ３番、もう１回。（「いいんですか。12号ですけど」の声あり）同じことで

しょう。 

○３番（小澤 仁君） 今課長からの説明で、「以上の地区の一部」の改正ですというような説明あ

ったんですけれども、計画給水人口が変わっているのと、１日最大給水量も変わっていると思うん

ですが、この辺説明いただいていいですか。 

○議長（近 良平君） 次のほうですね、12号のほう。簡水のほう。（「簡水です」の声あり） 

○建設環境課長（髙橋賢吉君） 済みません。今のご質問ですが……（「実態に合わせた」の声あ

り）実態に合わせた給水人口、計画人口というふうに解釈していただきたいと思います。 

○議長（近 良平君） ３番。 

○３番（小澤 仁君） 人口減の数字の訂正ということでよろしいですか。 

○建設環境課長（髙橋賢吉君） 人口減も含めまして、はい、そういうところです。 

○議長（近 良平君） これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています第11号については、会議規則第39条第３項の規定により委員会付託

を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第11号については委員会付託を省略します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第11号を採決します。 

  お諮りします。本案について原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 
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  したがって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第12号 関川村簡易水道条例の一部を改正する条例について質疑はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっています議案第12号については、会議規則第39条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第12号については委員会付託を省略します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第12号を採決します。 

  お諮りします。本案について原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

  休憩します。３時20分まで。 

          午後３時０５分  休 憩 

 

          午後３時２０分  再 開 

○議長（近 良平君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 

日程第１６、議案第１３号 平成２８年度関川村一般会計補正予算（第９号） 

日程第１７、議案第１４号 平成２８年度関川村国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第１８、議案第１５号 平成２８年度関川村国民健康保険関川診療所特別会計補正予算（第２号） 

日程第１９、議案第１６号 平成２８年度関川村介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第２０、議案第１７号 平成２８年度関川村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第２１、議案第１８号 平成２８年度関川村有温泉特別会計補正予算（第１号） 

日程第２２、議案第１９号 平成２８年度関川村簡易水道特別会計補正予算（第２号） 

日程第２３、議案第２０号 平成２８年度関川村公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２４、議案第２１号 平成２８年度関川村農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 
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○議長（近 良平君） 日程第16、議案第13号 平成28年度関川村一般会計補正予算（第９号）から

日程第24、議案第21号 平成28年度関川村農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）まで、以

上９件を一括議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（平田大六君） 議案第13号から議案第21号までは平成28年度の各会計の補正予算であります。 

  決算を見通した内容で編成しております。一般会計では１億9,300万円を減額しております。財源

不足を補う財政調整基金について繰入額を5,800万円減額しました。間もなく交付されます特別地方

交付税の決定に期待をいたしているところであります。 

  それぞれの会計につきましての詳細は、所管の総務課長、住民福祉課長、農林観光課長、建設環

境課長に説明をさせますので、よろしくお願いします。 

○議長（近 良平君） 総務課長。 

〇総務課長（加藤善彦君） 議案第13号 平成28年度関川村一般会計補正予算（第９号）につきまし

てご説明を申し上げます。 

  今ほど村長からもお話があったとおりでございますが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ１億9,300万円を減額しまして、歳入歳出の総額はそれぞれ50億4,800万円とするものでご

ざいます。 

  各款項区分の金額につきましては、第１表、歳入歳出予算補正によりますのでごらんいただきた

いと思います。 

  続きまして、繰越明許費につきましてご説明申し上げたいと思います。７ページをお開きくださ

い。こちらのほうにございますものにつきまして内容のほう説明をさせていただきます。２款の総

務費の情報システム管理費、これにつきましてはマイナンバーのカード発行交付事務、これを窓口

で行ってございますが、これに係る事業費でございます。 

  ３款民生費、これにつきましては臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業ということで、さきに

補正したものでございまして、今現在、申請等を行っているものでございます。内容的には、住民

税の非課税者につきまして１万5,000円を支給するというものでございます。 

  ５款の農林水産業費、林道専用道路整備事業、これにつきましては宮前線開設に伴います森林組

合への補助をする事業でございます。 

  ７款、２つございますが、道路橋梁整備事業費、下のほうでございますが、下段のほうは消雪パ

イプの更新事業費でございますし、上のほうは道路橋梁維持費、これにつきましては、この消雪パ

イプを更新した場合に周囲の鋪装等を行うわけでございますが、そういった単独で行う事業でござ

います。 

  ８款消防費、施設整備費、これにつきましては現在建設を行っております金丸のポンプ小屋の新
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設工事が該当してございます。これらについて繰越明許費のほうで計上させていただきたいという

ことでございますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、歳出につきましてご説明をいたします。 

  19ページをお開きください。給与関係につきましては、38ページから40ページの給与費明細書等

が載っておりますので、後ほどそちらで説明をさせていただきますので省略させていただきます。 

  それぞれに今回は決算を見越してということで事業精算が主になりますので、これにつきまして

は減額になる部分も含めて主だったものを説明させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  １款議会費１項１目11節の印刷製本費、これにつきましては、議会報をつづる表紙、こちらのほ

うを2,400部印刷作成するという経費でございまして、４月１日の広報配布時に配布を予定している

ものでございます。 

  続きまして、20ページ、総務費の１項２目15節の工事請負費になりますが、戸別受信機の設置撤

去ということで、これは予算不足による補正でございます。６目11節の修繕料20万円、これにつき

ましては、防犯灯の修繕、こちらのほうで不足が生じたということで補正を行うものでございます。

それから、７目地域振興費の中の報酬、そして旅費、需用費、次のページの使用料賃借料、これら

につきましては、先ほども一般質問がございました地域おこし協力隊、こちらのほうの今回採用が

なかったということで事業費のほうを落とさせていただくというものでございます。 

  続きまして、23ページ、３款民生費１項１目28節繰出金につきまして3,000万円減額になってござ

いますが、国保会計の基準外繰出金ということで3,000万円計上したものですが、これについては国

保会計の中で調整ができたということで繰り出しを行わないということで減額をさせていただいた

ものでございます。その下の賞賜費、これにつきましては、介護保険の利用しなかった者へ3,000円

の商品券を送るというこの事業、これにつきまして実際利用されなかった人の数で計上したんです

が、実績としてはそれ以上に少なかったということで60万円を減額したものでございます。 

  続きまして、ずっとこの辺は事業精算になってございますので、28ページまでいきまして５款農

林水産業費１項３目11節、農業経営力向上支援40万円、これにつきましては、南中地内で農業法人

化する団体がございまして、こちらのほうに県からの補助を受けるというものでございます。その

下の水田利活用推進補助金、これにつきましては村の減反の補助金でございまして、実績に伴いま

して今回計上するものでございます。 

  続きまして31ページ、６款商工労働費１項５目工事請負費、スキー場の工事請負費でございます

が、当初、スキー場の屋根の雨漏り、こちらのほうの修繕工事のほうを予定していたんですが、様

子を見てますと雨漏りのほうがおさまったということで、今回はこの400万円につきましては減額を

するというものでございます。 



- 56 - 

  それから32ページ、７款土木費３項２目県負担金、急傾斜地崩壊防止工事負担金、これにつきま

しては南赤谷の崩壊防止の工事に伴います県の負担金でございます。なお、事業につきましては新

年度継続で行われるということでございます。 

  33ページ、５項１目需用費の住宅管理費、こちらのほうで光熱水費と修繕料が計上されてござい

ますけれども、これにつきましては、空き家、空き室の関係で維持費がかかったのと修繕を行うと

いうことで今回計上をしたものでございます。 

  それから34ページ、９款教育費１項３目児童生徒入学支度金補助金、これにつきましては同和地

区の児童生徒を対象とした補助金で、県から２分の１、そして村から２分の１ということで補助金

を出すものでございます。 

  38ページ以降になりますが、先ほど申し上げました給料関係の明細、給与費明細書につきまして

ご説明申し上げます。特別職の共済費の減額ということになってございますが、標準報酬方式によ

りまして年金が厚生年金に一本化されたということで、これによりまして、村長、副村長の年齢に

よる保険料がございますけれども、こちらのほうが不要になったということで63万円減額をしたも

のでございます。次の一般職員の関係ですけれども、これにつきましても今ほど申し上げました厚

生年金への移行によりまして共済費のほうが減額となったということでございます。 

  40ページのほうの給料、職員手当の増減の関係ですけれども、給料につきましては、年度途中で

退職者が１名あったこと、あるいは現在休職している者があるといったようなことで減額となって

おります。職員手当につきましては、今ほどの方々の関係と、あと選挙時の時間外の減少というこ

とで、特に県知事選挙のときに開票事務等も含めて時間外が少なくなったということによるもので

ありますし、あわせて、児童手当、この対象、当初見越したものよりも大幅に減少したということ

によりまして六百何がしという減額という形になっております。 

  41ページ以降につきましてはごらんになっていただきまして、当初に説明、一般質問のほうでも

説明ありましたとおりで、有利な交付金の算入がある村債が大半だということで、一番右の下のほ

うですね、それぞれ41、42ページのほうを見比べていただいて、こういった形で財政運営をしてい

ますよということでご説明にかえさせていただきます。 

  続きまして、歳入につきましてご説明申し上げます。 

  ８ページをお開きください。１款村税、これにつきましては決算を見越しての見込み額を計上し

たものでございます。特に１款村税の２の法人村民税につきましては、企業の好調不調によりまし

て上がってくる税の額が大変変わるということで、今のところは好調だというふうに聞いておりま

してこういった４百何がしという数字になっております。 

  続きまして、10ページの12款使用料及び手数料２目で民生費使用料、ゆうあい施設料ということ

でこちらのほう少し増えてございますが、これは利用者の増加によるものでございます。それから、
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６目の住宅使用料、これにつきましては空き室の期間があったということで使用料が減額となって

いるものでございます。 

  13ページをお開きください。13ページ、14款県支出金２項１目総務管理費県補助金、生活交通確

保対策県補助金ということで、これにつきましては村内の路線バス運行会社への補助金でございま

す。 

  14ページ、４目１節細節１の農業委員会県補助金、これにつきましては農業委員会の人件費に対

する補助金でございます。細目15、こちらのほうに書いてます15で機構集積支援事業県補助金、こ

れにつきましては、税務会計課の地籍システム、これを利用してタブレットで農地管理を行うシス

テム、これを行ったわけですが、このシステムに対する補助金でございます。次の17、農業経営力

向上支援事業県補助金、これにつきましては先ほど支出のほうでお話ししました南中地内で法人化

する団体があるといった話のもののこれに対します補助金でございます。それから、一番下のほう

に書いてございます同和地区児童生徒入学支度金支給事業県補助金、これにつきましては県からの

補助金ということで、村のほう同額を計上しております。２分の１の補助ということでございます。 

  続きまして、16ページ、15款、一番上になりますけれども、こちらのほうで物品売払収入がござ

いますけれども、これにつきましては、ことしスクールバスの更新を行いましてスクールバス２台、

これを売却しました。それの財源でございます。 

  19款の諸収入４項１目わかぶな高原スキー場経営安定貸付金回収金ということで、マイナスの

2,000万円になってございますが、これにつきましては、スキー場の経営状況を考慮しまして今年度

は回収を行わないということで、これについては、新年度以降５カ年、５年に分けてそれぞれ回収

を行うということにしたものでございます。それによって減額とさせていただいたものです。 

  17ページ、６項２目雑入の細目19、市町村振興宝くじ等交付金、これにつきましては例年額が確

定した後に計上ということで、今回こちらのほうに計上させていただいたものでございます。 

  20款村債につきましてですが、事業精算によるもので、林道整備事業債、これにつきましては安

角地内板橋線の鋪装工事、そしてその下の除雪機械はそのまま除雪機械の購入によるものですし、

下の県防災行政無線につきましては、28年度、県のほう全県一斉に県内の防災行政無線を整備した

わけですが、これに伴うものでございます。それから、柔剣道場整備事業債、これにつきましては

柔剣道場の改修設計委託、この事業によるものでございます。最後にスクールバスの購入事業債、

これにつきましては精算による減額でございます。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（近 良平君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（中束正子君） それでは、議案第14号 平成28年度関川村国民健康保険事業特別会

計補正予算（第３号）を説明いたします。 
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  既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,190万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ７億2,000万円とするものでございます。 

  最初に、211ページの歳出から説明いたします。 

  ２款保険給付費、退職被保険者療養給付費でございますが、この制度はもう平成27年から新規加

入者は入れないということで、もう減っていく一方というか、激減していっていることによります

減額でございます。 

  それから、３款後期高齢者支援金も決算見込みによる減額でございます。 

  次のページでございますが、６款介護納付金、これも決算見込みによる減額でございます。 

  ７款共同事業拠出金、国保連へ支払うものでございますが、これも決算見込みによる減額補正で

ございます。 

  それから、213ページ、８款保健事業費、これは臨時雇用賃金を落としておりますが、臨時職員か

ら正職員に配置がえをしていただきましたので、未執行による減額でございます。 

  続いて、206ページの歳入をごらんください。 

  １款国民健康保険税、これも１目、２目とも決算見込みによる減額でございます。 

  次のページ、207ページ、分担金及び負担金、４款国庫支出金、いずれも決算見込みによる減額で

ございます。 

  208ページ、５款療養給付費等交付金、これも退職者医療の関係が激減による交付金の減でござい

ます。 

  それから、６款前期高齢者交付金、これも決算見込みによる減額でございます。 

  それから、209ページ、７款県支出金、これも決算見込みによる減額でございます。 

  ８款共同事業交付金、これも、国保連から入ってくるんですが、決算見込みによる減額でござい

ます。 

  次のページ、210ページ、10款繰入金も同様でございますが、ここで補正額が大変多くなって減っ

ているという、3,425万6,000円とございますけれども、１節、３、５とありますが、基準外繰入金、

ここで3,000万円ほど落としております。単年度収支が黒字の見込みのために一般会計からの繰り入

れが全額不要となったもので、戻しております。 

  それから、11款繰越金、これも3,190万円の減額補正でございます。 

  以上で議案第14号の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、議案第15号 平成28年度関川村国民健康保険関川診療所特別会計補正予算（第２

号）を説明いたします。 

  既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ200万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ6,080万円とするものでございます。 
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  最初に、歳出から説明させていただきます。 

  305ページをごらんください。１款施設費、給与の減額と臨時雇用賃金というのが減っております

が、臨時的にお願いすることも考えて予算計上しておりましたが、その分を減額するものでござい

ます。 

  ２款医業費、実績見込みにより減額でございます。 

  そして、前のページ、304ページの歳入をごらんください。 

  １款診療収入、診療報酬収入500万円減額でございますが、実績に基づく減額でございます。 

  ４款繰入金、収入の減に伴う繰入金の増額補正300万円をするものでございます。 

  以上で議案第15号の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、議案第16号 平成28年度関川村介護保険事業特別会計補正予算（第３号）を説明い

たします。 

  既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,170万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ10億230万円とするものでございます。 

  最初に、408ページの歳出から説明いたします。408ページをお開きください。 

  歳出１款総務費、見込みによりまして減らさせていただいております。委員の謝金等、サーバー

等の減額でございます。介護は毎年国、県から負担金が必要な見込み額より多く入ってきておりま

すので、そして翌年度返還するという流れになっております。 

  次のページ、409ページ、介護認定審査会費、これも認定審査会共同設置負担金でございますが、

村上市からの決定通知に伴う減額でございます。その下の手数料、介護認定時の医師の意見書作成

手数料の減額、ケアマネさんの認定調査委託料の減額でございます。 

  その下、２款保険給付費、各サービスの減額でございます。上のほうは、１目のほうは要介護１

から５の方、下の介護予防のほうは要支援１から２の方のサービスでございます。 

  ４款地域包括弛緩センター運営費、先ほど総務課長さんがおっしゃいました厚生年金への移行に

よる減額でございます。 

  次のページ、411ページ、５款地域支援事業費でございますが、総合事業精算金、住所地特例者が

他市町村で総合事業を受けたときのための予算でしたが、それの減額でございます。その他事業費、

各種細かい委託料をしておりますが、この減額補正でございます。 

  次に、歳入、404ページをごらんください。 

  １款保険料、介護保険料でございますが、460万円特別徴収分、見込みによりまして減額でござい

ます。 

  国庫支出金、３款でございますが、これも国からの給付に対する交付金、交付見込みに合わせた

減額でございます。２項国庫補助金、これも国の財政調整交付金、交付見込みに合わせた減額でご
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ざいます。 

  次の405ページ、４款支払基金交付金、支払基金からの給付に対する交付金でございますが、やっ

ぱりこれも交付見込みに合わせた減額でございます。 

  ５款県支出金、これも県からの給付に対する交付金、見込みに合わせた減額でございます。 

  ずっときまして７款繰入金ですが、これも事務費繰入金の減額でございます。人件費と支援事業

の残の減額でございます。 

  それから、８款繰越金、実績に合わせた増額補正でございます。 

  次の407ページをお願いいたします。 

  ９款諸収入ということですが、むつみ荘のファンルーム利用料の自己負担分、減った分の減額で

ございます。 

  以上で議案第16号の説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、議案第17号 平成28年度関川村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を説明

いたします。 

  既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ80万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ5,850万円とするものでございます。 

  最初に、507ページの歳出から説明いたします。 

  歳出１款総務費、臨時雇用賃金を落としておりますが、臨時職員から正職員に配置がえになって

いるため、このところで減額しております。人間ドック委託料も実績見込みにより減額しておりま

す。２項の徴収費でございますが、社会保障のマイナンバー関係のシステム経費なんですが、年度

途中の国の制度改正によりまして改正不要になったための減額でございます。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金、これも被保険者が減少して保険料等減っていますので、そ

れに基づく納付金も実績で落としております。 

  次に、歳入を説明いたします。504ページをごらんください。 

  歳入１款後期高齢者医療保険料、これも実績に基づく調整でございます。 

  それから505ページ、３款国庫支出金、これは後期高齢者医療制度特別対策補助金なんですが、長

寿健康増進事業に対しての国の補助金でして、地区別の健康教室とかゆ～むの利用券とか人間ドッ

クの費用助成とか国からいただいているものです。実績に基づいて落としております。 

  ４款繰入金、こちらのほうも落としております。 

  それから、次のページ、５款繰越金，13万4,000円でございますが、以上です。 

  以上で議案第17号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（近 良平君） 農林観光課長。 

〇農林観光課長（伊藤 隆君） 601ページをお開きください。議案第18号 平成28年度関川村有温泉
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特別会計補正予算（第１号）でございます。 

  既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ130万円を追加いたしまして、総額を790万円とするもので

ございます。 

  最初に、604ページ、歳入をお開きください。 

  130万円につきましては、前年度の繰越金というふうになってございます。 

  続きまして支出でございます。605ページをお開きください。 

  施設費でございますけれども、需用費の温泉施設管理費でございますけれども、光熱費を138万円

減額させていただきました。これにつきましては、３号井のポンプを大きくしましたので、料金も

上がるのかなというようなことで計上させていただいたんでありますけれども、大きくなったおか

げでフル稼働しなくて休む時間帯が生じまして、結果的に安く料金は変わらなかった、こういうこ

とでの減額でございます。 

  続きまして、修繕料でございますけれども、配管されている温泉送湯管の管の洗浄とか、漏水が

ございましてその修理に充てさせていただきました。 

  続きまして、基金積立金でございますけれども、将来ポンプが壊れたときに入れかえできますよ

うに積み立てしておるわけでございますけれども、そこに50万円を計上させていただきました。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（近 良平君） 建設環境課長。 

○建設環境課長（髙橋賢吉君） 続きまして、議案第19号 平成28年度関川村簡易水道特別会計補正

予算（第２号）でございます。 

  既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ300万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ4,620万円とするものでございます。 

  最初に歳出を説明させていただきます。805ページをお開きください。 

  ２款施設費１目水道施設費の実績による不用残で200万円と、工事費の不用残で100万円、合計300

万円の減額でございます。これは漏水事故等が少なくなったことと消火栓移設工事の請差でござい

ます。 

  次に、歳入を説明いたします。前のページ、804ページをお開きください。 

  ３款繰入金１目積立金繰入金は実績による240万円の減額でございます。ほかの支出が減少等によ

り財源ができたので、基金の取り崩しをやめたものでございます。２目一般会計繰入金は実績によ

る407万円の減額でございます。消火栓等移設工事の請差による減でございます。あと繰入金の減で

ございます。 

  ４款１目繰越金は実績による347万円の増額でございます。これは前年度の繰越金の見込みでござ

います。 
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  以上で簡易水道特別会計補正予算の説明を終わります。 

  続きまして、901ページをお開きください。議案第20号 平成28年度関川村公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号）でございます。 

  既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ900万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ４億3,410万円とするものでございます。 

  初めに、歳出でございます。906ページをお開きください。 

  １款下水道費１目総務管理費は実績による625万6,000円の減額でございます。委託料におきまし

て事業計画変更業務委託で維持管理計画を追加する予定でございましたが、県と協議した結果、過

年度に実施することになったため、324万円の減でございます。また、固定資産台帳作成業務委託料

の136万8,000円は請差による減でございます。２目維持管理費の管渠点検清掃業務委託は実績によ

る53万6,000円の減でございます。大石川専用橋修繕工事の負担金につきましては実績によりまして

161万円の減額でございます。 

  次に、２項１目建設改良費の浄化センター電機設備更新工事の実施設計書作成業務委託は、実績

によりまして59万8,000円の減額でございます。これは請差によるものでございます。 

  次に、歳入につきましてご説明いたします。904ページをお開きください。 

  ３款１目国庫補助金は実績によりまして29万9,000円の減でございます。これは請差による減でご

ざいます。 

  ５款繰入金１目一般会計繰入金は実績によりまして985万5,000円の減でございます。 

  続きまして、905ページをお開きください。 

  ６款繰越金１目繰越金は実績によりまして255万4,000円の増でございます。 

  ７款村債１目下水道事業債の公営企業会計適用債は実績によりまして140万円の減額でございます。 

  以上で関川村公共下水道事業特別会計補正予算の説明を終わります。 

  続きまして、議案第21号 平成28年度関川村農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）でご

ざいます。 

  既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ470万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１億130万円とするものでございます。 

  1006ページをお開きください。歳出でございます。 

  １款農業集落排水費１目総務管理費の固定資産台帳作成業務委託は実績によりまして284万4,000

円の減でございます。これは請差によるものでございます。２目維持管理費、185万6,000円の減額

です。内訳としましては、修繕料は実績による50万9,000円の減、それから委託料の処理場汚泥処理

委託料は流入量の減少に伴う73万6,000円の減でございます。管渠点検業務委託は実績により61万

1,000円の減で、調査する事故等の減によるものでございます。 
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  次に、歳入につきましてご説明いたします。1004ページをお開きください。 

  最初に、１款県支出金１目農業集落排水県補助金は補助率改定に伴い38万4,000円の減額でござい

ます。 

  ４款繰入金１目一般会計繰入金は実績によりまして236万7,000円の減額でございます。 

  以上で農業集落排水事業特別会計補正予算の説明を終わります。 

○議長（近 良平君） これで提案理由の説明を終わります。 

  会議規則第９条第２項の規定により、本日の会議時間は都合によりあらかじめこれを延長します。

これにご異義ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、延長します。 

  これより質疑を行います。 

  初めに、議案第13号 平成28年度関川村一般会計補正予算（第９号）について質疑はありません

か。９番、伝さん。 

〇９番（伝 信男君） 16ページの19款諸収入、これスキー場へ貸し付け2,000万円なんですけれども、

今回少雪で客数が少なかったということで免除すると。今の総務課長の説明だと来年度から５年計

画で返済してもらうという話だった。それでよろしいですか。今年度はもう免除。ということは、

来年度から５年ということでよろしいんですか。 

  というのは、昨年度1,500万円貸し付けして、今年度その1,500万円を返済してもらって、今年度、

平成28年度に2,000万円貸し付け。その前、貸し付けするまでは補助金で何とか、それでも赤字だっ

たと。今後、例えばスキー場を運営していく場合、この状態ではなかなか難しいんじゃないかと、

そういうふうに考えるわけですね。これからやっぱり、先ほど村長も言われたようにスキー場は冬

の関川村の観光施設で大切なところだと。運営していく場合、運営しているわかぶな高原スキー場

に関してもなかなかこれではちょっと難しいんじゃないかと。なぜ補助金をやめて貸付金にして、

また1,500万円返済されて、それ以上、500万円追加してまた2,000万円貸し付け。それで今回2,000

万円とりあえず返済免除して、来年度から500万円ずつ返済してもらうと。そういうのであれば補助

金という形でなぜ残されなかったのか、その辺ちょっと聞いてみたいと思うんですけれども、村長

よろしくお願いします。 

○議長（近 良平君） 副村長。 

○副村長（佐藤忠良君） 伝議員からのご質問にお答えしますが、補助は補助で、ことしはオープン

が１月13日になったということで、補正で補助を計上し控除したわけであります。今までも、去年

の例もそうですが、貸して翌年また貸して、まず一旦返してもらうと。これは会計上よろしくない
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のではないかという県からの指摘もありまして、貸して、また29年度で貸してこれを返してもらう

というよりも、貸して400万円ずつ５年間で返済してもらうと。そのかわり来年は貸し出しはしない。

ただし、２年続けて大変な減収になるわけでありますから、新年度においてもたしか補助として予

算計上しておりますので、貸し付けという形はまず来年はしないということで、今回返済はしない

で、来年返済の額を予算に計上しながら５年で返してもらうと、こういう形にしたものであります。 

  株式会社わかぶな高原の経営も大変だということはよく知っておりますので、ただし、運営して

いくためには何とか引き受けてもらうしかないと。あわせて地権者から引き続き貸してくれという

要請をしているわけですから、その受け皿としてこれはやっぱり守っていく必要があるという、そ

ういった総合的な判断によるものであります。 

○議長（近 良平君） ９番。 

〇９番（伝 信男君） とにかく来年から返済金500万円ずつふえるわけです。その分はやっぱりまた

負担が大きくなるような気するんですけれども、来年度以降のことも考えればもうちょっとやっぱ

り……、補助金にしろ貸し付けにしろ、内容的に運営会社とお話し合いしながらちゃんとした管理

できるような形でやっていかなければ長続きしないんじゃないかなと思いますし、また、スキー場

そのものが老朽化していますので、今回まず7,000万円ほど上げて索道、これはちょっと予算のほう

なんですけれども、なかなかやっぱり運営体制が、わかぶな高原スキー場、本当に村営のスキー場

としてやっていくのであれば、運営会社だけが何かこう苦しいような思いをしているような気する

んですけれども、本当に観光施設でやっていくのであればもうちょっとですね、前回一般質問でも

出させてもらいましたけれども、村挙げてご支援していくような、村はいろいろな業者がかかわっ

ている、温泉組合とか観光協会、いろいろかかわっていますので、その辺も含めてもう１回やっぱ

り見直したほうがいいんじゃないかなという考えなんですけれども、村長、いかがですか。 

○議長（近 良平君） 村長。 

○村長（平田大六君） ただいま伝議員からわかぶな高原スキー場の基本的な考え方についてご意見

ございました。 

  下越地方のスキー場、わかぶな高原のほかに村上市、胎内市にありまして新発田市もございます。

上越方面のスキー場と違いまして、雪の積もる、少ない、そういう被害が直接影響してくるのがこ

の下越地方のスキー場であります。しかも、関川村以外のほかのスキー場はほぼ行政がそれをやっ

ているところでありまして、行政がそこへ金を回すということも可能であります。しかしながら、

わかぶな高原スキー場は民間に任せている、やっていただいているところでありますので、今予算

的な処置を講じておりますのがぎりぎりの考え方の中でやりくりしているところであります。でき

ればもっと潤沢にして十分に、こういう手続なくてやっていくということも考えられるわけであり

ますけれども、そういういきさつありますので、その都度議会の皆さん方にお諮りし、村民の理解
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を得ながら進めていかなければならない、こういうスキー場でありますので、ご理解をいただきた

いと思っております。 

○議長（近 良平君） ３番、小澤さん。 

○３番（小澤 仁君） 21ページ、19の２、通学用定期券購入補助金がマイナス40万円ほど上がって

いるんですけれども、予算を上げた段階から不用になったものなのか、定期購入者が補助を申請し

ていないのか、定期券を買う子が減ったのかあたりまで調べられたかどうかお聞かせいただいてい

いですか。 

○議長（近 良平君） 総務課長。 

○総務課長（加藤善彦君） 数のほうは調べていないんですけれども、実績による減ということで、

実際に購入をされた方、当初は予定数でやったわけなんですけれども、それよりも少なかったとい

うことで40万円の減ということでございます。 

○議長（近 良平君） 小澤さん。 

○３番（小澤 仁君） この高校生の通学定期補助というのは関川しかやっていない補助制度だと思

うんですよ。村民に対してはすごくもっともっとアピールしてもいいぐらい手厚い補助だと思うん

ですけれども、これが例えば、４年前でしょうかね、実際にこれが適用になったのが。５年ぐらい

になりますかね。当時はやっぱり高校生の父兄に対してすごい説明もありましたし、すごい喜んで

申請になっていたんですけれども、もしかしてそれが気がつかなくて申請をしていない親御さんが

いるようだと残念なのかなと思ったものですから、その辺のところをもし機会があれば説明を重ね

るなり調査いただくなりしてもらったほうがいいいかもしれません。 

○議長（近 良平君） 副村長。 

○副村長（佐藤忠良君） この減額のところからちょっと説明してみたいと思いますが、予算を編成

する時期とそれから子供たちがどこの高校に進学するか、これによって差が出てくることは承知い

ただきたいと思います。また、ＰＲが不足でないかということでありますが、全くそのとおりかも

しれませんが、担当のほうでは努めて説明をしながら利用していただくようにしているつもりであ

ります。 

  これは保護者の軽減と同時に村内の交通機関の利用拡大というふうな両方の面から事業化してお

りまして、近隣では、学校給食費に対する補助と同様に、周りでやっていない仕事を村が先駆けて

やっているわけでありますので、そういう観点からいきますともう少しＰＲに力を入れる必要があ

るなというふうに感じております。村内の駅で、あるいは村内に帰るバス、村内を走るバス、こう

いったのがまずまず前提条件になっておりますから、高校生全てということではない、２つの目的

があるということをご承知おきいただきたいと思います。 

○議長（近 良平君） これで質疑を終わります。 
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  ただいま議題となっています議案第13号については、会議規則第39条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異義なしと認めます。 

  したがって、議案第13号については委員会付託を省略します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第13号を採決します。 

  お諮りします。本案について原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第14号 平成28年度関川村国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について質

疑はありませんか。２番、伊藤さん。 

○２番（伊藤敏哉君） 210ページお願いします。先ほど中束課長からご説明ありましたが、10款繰入

金の５節基準外繰入金のところで、黒字のために基準外繰り入れは不要でしたということでござい

まして、3,190万円の総額の減額になっているんですけれども、国民健康保険事業特別会計全体とし

てはこの数年こういういい流れといいますか、黒字で来ているのか、何といいますか、簡単でいい

ので、概略、近年の国保会計の現状をお願いできればと思います。 

○議長（近 良平君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（中束正子君） これ、ちょっとまずこの……、どうしてこれをもらわなかったかと

いう理由をちょっと３点だけ説明させていただきます。 

  一般被保険者の療養費の給付費と高額療養費の決算見込み額が前年度を下回る見込みであること、

それと国の調整交付金の特別調整交付金が前年比よりプラス2,200万円程度の見込みがあること、ま

たもう１点目は前期高齢者交付金が前年比より3,550万円ぐらいのプラスになっている見込みがある

ことということでございます。 

  国保は被保険者数が減っておりますので、歳入のほうでも減っているというふうになっています

けれども、実際は高額な薬、テレビ等、新聞等でもオプジーボとか何かいろんな物すごい高額な薬

が出てきていまして、村もやっぱり例外ではなくて高度な医療を受けている方がいらっしゃいます。

この部分を見ますとちょっと落ちているようには見えますが、実際は１人当たりの高い医療費はや

っぱりあるというふうに考えていただければと思います。あと、被保険者数が減っている分はやっ
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ぱり歳出も減るというふうに思っていただければと思いますが。 

○議長（近 良平君） 副村長。 

○副村長（佐藤忠良君） 今の一般会計からの繰り出しについてもう一つ理由があります。今度国保

の事業が間もなく県一本になります。そういうことで、普通であると、ずっと続くのであれば、い

つ何どき大きな病気が蔓延して国保財政が容易でなくなるとなれば、一般会計で返してもらわない

で国保の基金に積み立てておくということもできるわけであります。過去には最高２億円以上の基

金があった時代もありますので。しかし、平成30年から、来年度から県一本になるとなればその会

計にいっぱい残しておく必要はないという判断で、本家である一般会計が非常に窮屈なのに分家の

ほうにいっぱい残しておく必要はないじゃないかという、そういう判断もありますことをつけ加え

ておきます。 

○議長（近 良平君） ２番、伊藤さん。 

○２番（伊藤敏哉君） ありがとうございました。先ほどの中束課長の答弁を要約しますと、被保険

者が減っているけれども、交付金とか補助金等でカバーされたので繰入金を使う必要がなかったと

いう理解でよろしいですか。 

  あと、今ほど副村長さんの県一本になるというお話で、私どもも新聞とかテレビで聞いてるんで

すけれども、特に受給者といいますか、対象者に何か影響というようなことは今心配する必要はあ

るものでしょうか。済みません、簡単にで結構ですので。 

○議長（近 良平君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（中束正子君） 済みません、平成30年度から国保制度が県域化になります。その説

明は、もう少し資料とか国のほうからいただいて、ことしの秋ぐらいには皆様のほうに提示させて

いただいて説明できる段階になると思います。ちょっと今の段階ではそこまでの数字等をお話しで

きる状況ではございません。（「ありがとうございました」の声あり） 

○議長（近 良平君） これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第14号については、会議規則第39条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第14号については委員会付託を省略します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第14号を採決します。 
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  お諮りします。本案について原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第15号 平成28年度関川村国民健康保険関川診療所特別会計補正予算（第２号）につ

いて質疑はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっています議案第15号については、会議規則第39条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第15号については委員会付託を省略します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第15号を採決します。 

  お諮りします。本案について原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第16号 平成28年度関川村介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について質疑は

ありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっています議案第16号については、会議規則第39条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第16号については委員会付託を省略します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 
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○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第16号を採決します。 

  お諮りします。本案について原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第17号 平成28年度関川村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について質疑

はありませんか。２番、伊藤さん。 

○２番（伊藤敏哉君） 507ページの第１款の賃金のところで、臨時雇用賃金の減額の際に臨時雇用職

員から正職員に採用されたというご説明がありましたが、その採用のプロセスといいますか、私が

ちょっと勉強不足だったかもしれませんけれども、何か募集とかそういうことはなされての採用で

しょうか、お聞かせください。 

○議長（近 良平君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（中束正子君） 今まで住民福祉課では臨時の方にいろいろな医療関係のお手伝いを

していただいておりました。でも、今正職員がそこに配置、人事配置をしていただきまして、その

臨時の方は今いませんので、正職員が配置していただいたことによってそれが不用になったという

ことで、後期高齢とか国保とか少しずつお金を出し合ってその方に今までお手伝いをしていただい

ておりました。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

○議長（近 良平君） これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第17号については、会議規則第39条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第17号については委員会付託を省略します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第17号を採決します。 

  お諮りします。本案について原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 
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  次に、議案第18号 平成28年度関川村有温泉特別会計補正予算（第１号）について質疑はありま

せんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっています議案第18号については、会議規則第39条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第18号については委員会付託を省略します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第18号を採決します。 

  お諮りします。本案について原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第19号 平成28年度関川村簡易水道特別会計補正予算（第２号）について質疑はあり

ませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっています議案第19号については、会議規則第39条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第19号については委員会付託を省略します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第19号を採決します。 

  お諮りします。本案について原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第20号 平成28年度関川村公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について質疑

はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっています議案第20号については、会議規則第39条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第20号については委員会付託を省略します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第20号を採決します。 

  お諮りします。本案について原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第21号 平成28年度関川村農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について質

疑はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっています議案第21号については、会議規則第39条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第21号については委員会付託を省略します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第21号を採決します。 
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  お諮りします。本案について原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２５、議案第２２号 七ケ谷南部辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

日程第２６、議案第２３号 過疎地域自立促進計画の変更について 

○議長（近 良平君） 日程第25、議案第22号 七ケ谷南部辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

変更について及び日程第26、議案第23号 過疎地域自立促進計画の変更について、以上２件を一括

議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（平田大六君） 議案第22号及び議案第23号は、昨年３月の議会で議決いただきました辺地及

び過疎の計画変更であります。 

  詳細は総務課長に説明をさせます。 

○議長（近 良平君） 総務課長。 

○総務課長（加藤善彦君） 議案第22号 七ケ谷南部辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更に

ついて、これにつきましては県のほうとの協議が29年１月31日に終了しておるものでございます。 

  内容につきましては、はぐりまして３ページにございます整理番号10番、村道大石ダム線大石ダ

ムトンネル修繕事業、これをこちらの計画のほうに加えさせていただいたというものでございます。

以上です。 

  続きまして、議案第23号 過疎地域自立促進計画の変更について、これにつきましても29年２月

23日に県のほうの協議を終了してございます。 

  これにつきましては、今後かかる事業につきまして全て網羅するというふうな形で、２ページ以

降になりますが、線を引いてある部分、これについて加えさせていただいたということでございま

す。 

  それで、29年度を見越しているものにつきましては、２ページの31項11号と書いてございます県

営農村地域防災減災事業小和田地区ということで、新堀の用水の改修関係をここに入れさせていた

だいております。それと、４ページで全国ホタル研究会事業、これにつきましてもこちらのほうに

新規に計上させていただきました。それから、一番下のところで、辺地にものせてございますけれ

ども、こちらのほうにも大石トンネル補修工事を新規に事業としてのせてございます。それから、

５ページのほうで46項と書いてございますが、こちらのほうで水道施設関係のってございますけれ

ども、一番下の簡易水道の拡張事業、これにつきまして新規に加えさせていただいたということで、
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これは新年度を予定しております。女川地区の関係だと思います。続きまして６ページに入りまし

て、こちらのほう、ゆうあいとかございますけれども、新年度はむつみ荘屋根防水工事事業、こち

らのほうと、あと大事業になります、その下の社会福祉センター整備事業、こちらのほうを新たに

加えさせていただきました。これらについては新年度で事業を行うという予定でのせてあるもので

ございます。 

  それから、９ページにつきましては学校教育の関係でございますけれども、柔剣道場のつり天井

耐震改修事業ということで、本年設計のほうをお願いしたもの、これについて実施に向けてこちら

のほうにのせていただいたということでございます。あわせまして、その下の下、集会施設の関係

で村民会館駐車場整備事業、これにつきましても新たにのせてございます。これは福祉センターと

そちらのほうの駐車場の整備をにらんでの計画をのせたというものでございます。 

  あわせまして、10ページ一番下から11、こちらのほうにも全国ホタル研究会事業、こちらのほう

を一応計上をさせていただいております。 

  以上が説明になります。よろしくお願いいたします。 

○議長（近 良平君） これで提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  初めに、議案第22号 七ケ谷南部辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について質疑はあ

りませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっています議案第22号については、会議規則第39条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異義ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第22号については委員会付託を省略します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第22号を採決します。 

  お諮りします。本案について原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 
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  次に、議案第23号 過疎地域自立促進計画の変更について質疑はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっています議案第23号については、会議規則第39条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異義ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第23号については委員会付託を省略します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第23号を採決します。 

  お諮りします。本案について原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（近 良平君） お諮りします。本日の会議はこの程度にとどめ、これで延会したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  本日はこれで延会します。 

  大変ご苦労さまでした。 

          午後４時２７分  延  会 

 


